
１．「全般、気候、個別テーマ」の開示例
有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組の開示例

リスク管理

戦略
：サステナビリティに関する考え方及び取組の欄で記載が
求められる4つの枠組みについて、参考になる開示

ガバナンス

（好事例の選定にあたって、特に注目した項目）

指標及び目標

・投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント
・好事例として採り上げた企業の主な取組
・開示例
（１）「全般的要求事項」の開示例
（２）「気候変動関連」の開示例
（３）「個別テーマ」の開示例



目 次（1/2）

○ 有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組の開示例
１.「全般、気候、個別テーマ」の開示例 （番号）

投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント 1-1～1-3
好事例として採り上げた企業の主な取組
株式会社リコー（全般的要求事項） 1-4
ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社（気候変動関連） 1-5
株式会社トクヤマ（気候変動関連） 1-6
株式会社ＩＮＰＥＸ（気候変動関連） 1-7

（１）全般的要求事項
株式会社リコー ● ● 1-8～1-9
伊藤忠商事株式会社 ● ● ● 1-10～1-12
古河電気工業株式会社 ● ● ● 1-13～1-15
アサヒグループホールディングス株式会社 ● ● 1-16～1-17
株式会社ツムラ ● ● 1-18
株式会社めぶきフィナンシャルグループ ● 1-19
株式会社野村総合研究所 ● 1-20

戦略ガバナンス リスク管理 指標及び目標



目 次（2/2）
○ 有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組の開示例

１.「全般、気候、個別テーマ」の開示例 （番号）

（２）気候変動関連
ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社 ● ● ● 1-21～1-25
株式会社トクヤマ ● ● ● ● 1-26～1-29
株式会社ＩＮＰＥＸ ● ● 1-30～1-32
株式会社明電舎 ● 1-33～1-34
トヨタ自動車株式会社 ● 1-35～1-38
株式会社ヨータイ ● 1-39～1-40

（３）個別テーマ
株式会社ニッスイ ● ● ● 1-41～1-43
株式会社ブリヂストン ● ● ● ● 1-44～1-46
森永製菓株式会社 ● ● 1-47
セイコーエプソン株式会社 ● ● ● 1-48～1-49

戦略ガバナンス リスク管理 指標及び目標

戦略ガバナンス リスク管理 指標及び目標

人権

生物・自然

生物・自然

知財

中堅・中小



投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント：全般、気候（1/2）

投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント 参考になる主な開示例等

• サステナビリティ関連の記載はサステナビリティ開示を参照するなど、
有報の複数項目に関連する事項について重複を避ける工夫は有用で
ある。ただし、有報の他の箇所の記載を参照する場合には、参照元の
要求事項が参照先の開示を参照することで満たされるかどうかについ
て留意して行う必要がある。例えば、サステナビリティ開示におけるリ
スク管理の記載において事業等のリスクの記載を参照した場合に、参
照先には機会についての記載がない場合が考えられる。

・リコー(1-8)
・古河電気工業(1-14)
・アサヒグループHD（1-16）
・トクヤマ(1-28)
・INPEX(1-30)

• ガバナンスの実効性を示すため、監督と執行の役割分担を明確に記
載するとともに、取締役会での報告・協議・決議の具体的な内容を記
載することが望ましい。責任体制を明確化し、各リスク・機会や施策に
対する実行責任者（役職・部門）を記載することも有用。

・リコー(1-8)
・伊藤忠商事(1-10)
・めぶきFG(1-19)
・TOPPAN HD(1-21)
・トクヤマ(1-26)

• 戦略では、経営戦略の一般論ではなく、サステナビリティ関連のリスク
及び機会に対処するための取組の記載が求められているので、特定し
たリスク・機会と取組の対応関係を明確に示すことが望ましい。具体的
には、「リスク・機会 → 財務影響と時間軸の評価 → 対応策（施策・責任
者・KPI） → 財務へのつながり」という構成で図表化することは有用。

・野村総合研究所(1-20)
・TOPPAN HD(1-22)
・トクヤマ(1-26)
・ヨータイ(1-39)

• 非財務情報と財務情報のつながりを明確に記載することが望ましい。
具体的には、資本配分や回収見通し、インターナルカーボンプライシン
グ（ICP）などの前提を提示するなど施策が収益・コスト・投資回収にどう
影響するかを示すことは、投資判断にとって有用。

・トクヤマ(1-29)
・INPEX(1-32)
・明電舎(1-34)
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※ 企業名について一部略記（以下同じ）



投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント：全般、気候（2/2）

投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント 参考になる主な開示例等

• 財務影響の「大・中・小」は抽象的な表現に留めず、金額レンジや閾値
を定義して開示することや、時間軸の「短期・中期・長期」を年数で具体
化して開示することが望ましい。目安を示すことで、投資家やアナリスト
による試算や企業間比較が容易になる点で有用。

財務影響 時間軸

・TOPPAN HD(1-22) ○ ○

・トクヤマ(1-27) - ○

・INPEX(1-31) - ○

・明電舎(1-34) ○ ○

・トヨタ自動車(1-36) - ○

• サステナビリティ関連のリスクと機会の識別・評価・優先順位付けのプ
ロセスを明確に開示することが求められる。データソース、評価基準、
優先順位の理由まで記載することで、透明性と比較可能性が高まるた
め有用。

・伊藤忠商事(1-12)
・古河電気工業(1-14)
・ツムラ(1-18)
・TOPPAN HD(1-25)
・トクヤマ(1-28)

• 対応策の優先順位と着手順を、時間軸と関連付けて明記することが望
ましい。これにより、将来どの領域に大きな影響が生じるか、どの対応
策を優先的に実行するべきかが明確になり、実効性の評価や企業価
値分析に有用。

・トクヤマ(1-27)

1-2
Index



投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント：個別テーマ

投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント 参考になる主な開示例等

• 人的資本と人権は項目を分けて記載し、それぞれの性質に応じた開示
を行うことが望ましい。人権は尊重・保護・救済のPDCAを具体的に記載
し、苦情処理や救済メカニズムまで含めて開示することが有用。

・ニッスイ(1-42)

• 人権デューデリジェンスの結果は「ゼロリスク」であったことではなく、課
題と対応プロセスを開示することが望ましい。どのような改善策や救済
措置を講じたかを明示することで、企業の信頼性が高まるため有用。

・ニッスイ(1-41)

• 知的財産や自然資本の開示では、経営戦略との関連性を明確にする
ことが望ましい。例えば、知的財産権について、単なる保有状況ではな
く、企業価値向上にどう寄与するかを説明することは有用。

・森永製菓(1-47)
・セイコーエプソン(1-48)

• ガバナンス・戦略・リスク管理・指標及び目標の枠組みがサステナビリ
ティ開示で求められ、またSSBJ基準でも要求されるなど一般的な枠組み

として定着しつつある。読み手の理解可能性を高めるために、生物多
様性や自然資本、知的財産などの開示を行う場合にもこの枠組みを
適用することが求められる※1, 2。

・ブリヂストン(1-46)
・森永製菓(1-47)
・セイコーエプソン(1-48)

1-3
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※1 人的資本の開示についても、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標及び目標の枠組みに沿った開示が求められている（開示府令第三号様式記載上の注意
（10）が準用する第二号様式記載上の注意（30）ｃ）。

※2 人的資本の開示にあたっては、内閣官房・金融庁・経済産業省による以下の資料（2026年３月23日公表）も参照。
  ・人的資本可視化指針（改訂版）
  ・戦略に焦点をあてた人的資本開示～投資家の期待に応えるための考え方の整理～（人的資本可視化指針（改訂版）別紙）
  ・経営戦略と人材戦略の連動及びそれを踏まえた指標の開示事例（付録➀）

（非財務情報可視化研究会｜内閣官房ホームページ）

https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/348M50000040005/630843_1/pict/2FH00000082419.pdf#page=9
https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/348M50000040005/630843_1/pict/2FH00000082419.pdf#page=9
https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/348M50000040005/630843_1/pict/2FH00000082419.pdf#page=9
https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/348M50000040005/630843_1/pict/2FH00000082419.pdf#page=9
https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/348M50000040005/630843_1/pict/2FH00000082414.pdf#page=31
https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/348M50000040005/630843_1/pict/2FH00000082414.pdf#page=31
https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/348M50000040005/630843_1/pict/2FH00000082414.pdf#page=31
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/hizaimu/index.html


好事例として採り上げた企業の主な取組（株式会社リコー）

• 「事業成長とESGの同軸化」を方針として掲げ、経営戦略、経営システムの統合を進めてきている。

• 取組や任意開示で力を入れてきた「環境分野（脱炭素・資源循環・生物多様性）の対応」や「サプライ
チェーンにおける人権対応」において、SSBJ基準を踏まえた構成・記載内容の充実化を図った。

• 監督体制や取締役のスキル開発については取締役会室と協議の上、新規開示を実現した。

• 開示内容（リスクと機会、目標実績）については、CEOを委員長とするESG委員会での審議を経て決定し
た。

• ESG部門として、ISSB/SSBJの動向を継続的にモニタリングするとともに、昨年度の金融庁の好事例勉強
会等で得られた知見をIR、経理、コミュニケーション部門に適時共有した。

• 公開草案の時点から早期に準備を開始し、詳細なGAP分析を行い、関係部署と共有したことで、意識づ
けにもつながった。その結果、有報における開示のポイントや骨子案について社内の認識を統一し、迅
速かつ的確に整合を図ることができた。

• SSBJ基準を踏まえた開示内容の充実と比較可能性の確保を通じて、投資家とのミーティングやエンゲー
ジメントにおける建設的な対話をより一層深めていくことを期待する。

• ESG評価機関への対応の際に、有報における包括的な開示を参照して回答することで、評価スコアの改
善やインデックスへの持続的な採用につながる。

• 義務化を見据えて関係部門と共通理解を図ることができ、来年度以降のさらなる開示充実への推進力
となる。

• 各報告書の位置づけとして、有報は日本における法定開示（SSBJ）、統合報告書は投資家に対する企業
価値向上戦略の発信、サステナビリティレポートは国際的なESG基準（SSBJ＋TCFD・TNFD・CSDDD）対応、
ESGデータブックは外部評価機関や投資家向けの参照データ集と整理している。

• 有報内で他の記載個所を参照することで重複を避けるとともに、任意報告書への参照も行うことで、定
量情報とあわせて背景・意図といった定性情報を投資家に伝える工夫を行った。

経緯や
問題意識

プロセスの
工夫等

充実化した
ことによる
メリット等

開示をする
に当たって

の工夫
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好事例として採り上げた企業の主な取組（TOPPANホールディングス株式会社）

• 2020年からTCFD開示を行っていたが、2024年TNFDへ賛同したことを契機に、TCFD/TNFD
を統合した視点で、改めてバリューチェーン全体を通じた環境との関連/依存・リスク・機会
の抽出などに取り組み、2024年度のサステナビリティレポートで開示の充実を図った。

• サステナビリティ推進体制に設定した部門横断型のWG（地球環境WG）を中心に外部有識
者のアドバイスも参考にしながら定期的な打合せで検討を重ね、開示案を作成した。

• 代表取締役社長や経営会議・サステナビリティ推進委員会・取締役会で経営層からの意
見をもとにブラッシュアップし開示に至った。

• 以上の取り組みを進めることで、自社事業にとっての気候変動・自然資本の重要度が明
確になり、開示の充実による投資家との対話が進むと同時に、実際の取り組みを推進す
ることにつながった。

• 投資家の方からのご助言や他社様の事例を拝見し、実際の取り組みや、事業との関連性
についての記載を拡充するなど、見直しを行っている。

• 今年は分かりやすく説明するため、文章だけでなく環境相関図など可視化の充実を図った。

• さらに、GHG排出量削減取り組みについて、Scope3についても前年度実績の開示を行った。

経緯や
問題意識

プロセスの
工夫等

充実化した
ことによる
メリット等

開示をする
に当たって

の工夫
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好事例として採り上げた企業の主な取組（株式会社トクヤマ）

• 総合化学メーカーである当社は、存在意義に「環境と調和」を掲げ、社長自ら強くコミットしている。

• なかでも気候変動対応を喫緊の課題と捉え、「地球温暖化防止への貢献」を中期経営計画の重
点課題のひとつに掲げ、全社一丸となって取り組んでいる。

• ＧＨＧ排出量の削減は、我々ＧＨＧ多排出企業の責任であるとも認識している。その進捗やカー
ボンニュートラルに向けた取り組みが財務面に与える影響は大きく、メインフレームである有価
証券報告書に積極的な開示を行っている。

• 経営会議とサステナビリティ会議の運営を一体化することで、気候変動対応を含むサステナビリ
ティ課題についてタイムリーに議論できる体制とした。

• 気候変動への取り組みは、サステナビリティ会議傘下の専門委員会においてリスクおよび機会
の両面から検討し、その対応状況は、サステナビリティ会議において執行・監督両サイドから審
議・モニタリングされている。

• また、有価証券報告書の発行にあたっては、最終的に取締役会の承認を受けている。

• 財務への影響度やリスク発生時期、事業への影響度といったＴＣＦＤ提言に沿った開示や対策の
検討状況を示すことで、投資家をはじめステークホルダーの理解の促進につながっている。

• こうしたサステナビリティ関連の透明性・信頼性を高めることで、外部評価機関による評価が向
上した。

• 経営および役職員レベルにおいても、自社のサステナビリティ課題が自分事となり、取り組みが
加速している。

• 任意開示であるＴＣＦＤレポートに詳細を載せているが、有価証券報告書では投資家が必要な財
務・非財務の内容に焦点を当て、抜粋して掲載している。

• Ｓｃｏｐｅ１の多排出企業として、事業活動に則した削減目標を、燃料起源・原料起源・廃棄物起源
に分けて具体的に記載することで、実現可能性を示した。

• 第三者検証により公表数値の信頼性を上げるとともに、表やグラフを積極的に掲載し、理解の促
進を図った。

経緯や
問題意識
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好事例として採り上げた企業の主な取組（株式会社INPEX）

• ステークホルダーから期待される財務と非財務を結び付けたサステナビリティの取
組みの開示は、企業価値向上及び制度対応のために取組むべき課題として、出来
る範囲でSSBJに沿った開示を開始している。

• 中期経営計画策定タイミングで、マテリアリティの見直し、リスク・機会の時間軸の見
直しを行ったことで、経営戦略との紐づきが強化されている。

• 開示拡充に向け、各部署との個別対話やWGなど多くの機会を持つことで各部署の
意識の向上を図った。気候関連のリスク・機会の評価では、WGでの各部門との対話
をもとにリスクマトリックスで客観的な評価を実施した。

• 全体感の統一のため、章立てはサステナビリティ推進Gで行うとともに、テンプレート
を準備することで開示が重複しないように工夫した。

• 関連部署の非財務情報に関する意識が向上した。

• 投資家の理解・信頼が向上した。

• サステナビリティ推進体制やリスク管理プロセスなど、図表を用いることで視認性の
向上に寄与した。

• 任意開示であるサステナビリティレポートではダブルマテリアリティでの開示を行うこ
とで多様なステークホルダーへの期待を反映した。

経緯や
問題意識

プロセスの
工夫等

充実化した
ことによる
メリット等

開示をする
に当たって

の工夫
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（１）全般的要求事項



株式会社リコー（1/2）有価証券報告書（2025年3月期） P26-27,31
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

（１）当社グループのサステナビリティ方針
① ガバナンス
環境・社会・グループ経営のガバナンス分野における課題を経営レベルで継続的に議論し、グルー
プ全体の経営品質向上につなげる目的でESG委員会を設置し、取締役会による監督体制を構築して
います。

好事例として着目したポイント
（１）監督と執行に分けて体制、実施方法を記載。全体像を図示。
（２）取締役のスキル開発について簡潔に説明するとともに、有価証券報告書の

他の記載個所を参照することで繰り返しを避けて記載。
（３）業績連動型報酬の評価体系にサステナビリティに関する指標が含まれてい

る旨を簡潔に記載。
（４）気候変動のガバナンスについて、全般の内容を引用することで繰り返しを

避けて記載。

b. 執行体制
（a）ESG委員会

環境・社会・ガバナンス分野における課題を経営レベルで継続的に議論し、グループ全体の経営
品質向上につなげることを目的にESG委員会を設置しています。ESG委員会はCEOを委員長とし、社
内取締役を含むグループマネジメントコミッティ*メンバーとビジネスユニットプレジデントから
構成され、四半期に一度開催する意思決定機関です。社内外監査役もESG委員会にオブザーブ参加
しています。

ESG委員会では、サステナビリティ領域における事業の将来のリスク・機会や、重要社会課題
（マテリアリティ）の特定、ESG目標の設定等について審議しています。重要な審議内容について
は、取締役会の承認を経て決定しています。

2024年度のESG委員会での主な議題については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバ
ナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採
用する理由 (Ⅻ)ESG委員会」を参照ください。

* グループマネジメントコミッティ：取締役会から権限移譲された意思決定機関として一定の資
格要件を満たす執行役員で構成

（b）執行役員の報酬連動
執行役員に対しても担当領域におけるESG目標を評価指標の一部として報酬に連動させることで、

各ビジネスユニット・グループ本部のESG目標達成に対するコミットメントを強化しています。

（c）推進体制
ESG戦略部を設置し、コーポレート執行役員が担当役員としてESG活動を推進しています。ESG委

員会での決定事項を含むESGに関する重要テーマは、各機能部門組織、ビジネスユニットに具体的
な目標・施策として落とし込まれており、その進捗状況についてはESG委員会において定期的に確
認しています。

（中略）

（２）気候変動・資源循環・生物多様性への対応
①ガバナンス
「(１)当社グループのサステナビリティ方針 ①ガバナンス」をご参照ください。

（以下略）

＜サステナビリティに関する直近の取締役会報告内容＞
・2024年度ESG関連情報開示について
・2024年度外部評価結果報告
・グローバルのESG開示規制動向について

（b）取締役のサステナビリティスキル・スキル開発
当社グループが目指す、３つのPが保たれた社会（Three Ps Balance）を実現すべく、持続的な

株主価値・企業価値の向上に不可欠と考えるESGの取り組みを通じた社会課題解決を推進するため、
「サステナビリティ」のスキルを取締役の主要なスキルの一つに選定しています。具体的には、事
業を通じた社会課題解決や「気候変動への対応」「循環型社会の実現」等、当社グループにとって
重要なサステナビリティ課題への知見・経験があることを指しています。取締役及び監査役のスキ
ルマトリックスについては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)
役員の状況」を参照ください。

また、取締役のスキル開発については、ESG動向を踏まえた当社グループにとってのESG課題を取
締役会及びガバナンス検討会で定期的に報告することで理解を深めています。特に、社外取締役に
対してはESG担当部門長より社会動向の最新情報を提供するとともに、個々の取り組みに対して議
論の場を設けることにより、適切な経営判断及び経営監督を行うための基盤を醸成しています。

（c）ESG指標と役員報酬の連動
ESGの取り組みの確認ツールとして活用している「DJSI年次レーティング」を社内取締役の業績

連動型賞与の計算式に組み込むことで、ESGの取り組みへのインセンティブとしています。
また、21次中経がスタートした2023年度からは賞与に加え、社内取締役向けにESG目標を組み込

んだ業績連動型株式報酬を導入しています。全社で定めたESG目標の達成項目数と支給率を連動さ
せています。

役員株式報酬制度の詳細については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状
況等 (4)役員の報酬等」を参照ください。

a. 監督体制
（a）サステナビリティ・ガバナンス

取締役会においては、当社グループの重要社会
課題（マテリアリティ）の決定をはじめとしたESG
に関する方針・事業計画の確定・執行及び経営リ
スク・機会に対する監視・監督・助言を行ってい
ます。ESG関連の議題において、2024年度は全体議
案の２割程度の時間を割いて審議の時間を設けま
した。加えて、当社グループのガバナンスの方向
性や課題について、取締役・監査役等が包括的な
議論を行う場としてガバナンス検討会を開催して
います。2024年度は、情報セキュリティ、2025年
度重点経営リスクとESG開示規制に関して議論を行
いました。実施した検討会の概要は「コーポレー
ト・ガバナンスに関する報告書」等で開示してい
ます。

（１）

（４）

（３）

（２）
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戦略 指標及び目標 Index



株式会社リコー（2/2）有価証券報告書（2025年3月期） P29-30
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

④ 指標及び目標
a. ESG目標の進捗

21次中経におけるESG目標の進捗は以下のとおりです。2025年度目標達成に向けておおむね順調
に進捗していますが、①顧客からの評価、⑮エンゲージメントスコア、⑯女性管理職比率について
は遅れが発生しており、課題の対応を進めてまいります。

ESG目標の進捗（事業を通じた社会課題解決）

好事例として着目したポイント
（１）目標の進捗について、数値のみでなく企業としての評価コメントを記載。
（２）目標、翌期目標及び複数年度の実績を表形式で記載。

ESG目標の進捗（経営基盤の強化）

マテリアリティ 2030年目標
21次中経ESG目標(2025

年度末)
2023年度実績 2024年度実績

“はたらく”の変革
価値を提供するすべて
の顧客の“はたらく”
の変革に貢献

① 顧 客 か ら の 評 価
*1 29％

日本 26.3％ 日本 26.8％

北米 39.3％ 北米 38.6％

中南米 64.8％
*2

中南米 45.5％
*2

欧州 24.5％ 欧州 28.2％

APAC*3 17.4％ APAC*3 30.8％

地域・社会の発展
3,000万人の生活基盤
向上に貢献

②生活基盤向上貢献
人数 2,350万人

1,794万人 2,235万人

脱炭素社会の実現

GHG*4スコープ１,２の
63％削減及びスコープ
３の40％削減
使用電力の再生可能エ
ネルギー比率50％

③GHGスコープ１,２
削 減 率 (2015 年 比 )
50％

47.4％*5 59.1％*6

④GHGスコープ３削減
率(2015年比) 35％

38.1％*5 46.8％*6

⑤使用電力の再生可
能 エ ネ ル ギ ー 比 率 
40％

31.0％*5 43.2％*6

⑥削減貢献量 1,400
千t

1,059千t 1,448千t

循環型社会の実現

バリューチェーン全体
の資源有効活用と製品
の新規資源使用率 
60％以下

⑦製品の新規資源使
用率80％以下

78.9% 78.3％*6

マテリアリ
ティ

21次中経ESG目標(2025年度末) 2023年度実績 2024年度実績

責任あるビジ
ネスプロセス

の構築

⑧CHRBスコア*7 ICTセクタートッ
プ

セルフアセスメン
ト実施完了。目標
に対して 55%の進
捗率

セルフアセスメン
ト再実施。目標に
対して90%の進捗
率

⑨NIST SP800-171
準拠自社基盤事業環境カ
バー率

80％以上
保護すべき情報の
特定及びアセスメ
ント実施中

保護すべき情報の
特定と計画策定完
了。一部対策完了

⑩低コンプライアンスリ
スクグループ企業比率

80％以上
高リスク組織に対
してパルスサーベ
イ実施完了

高リスク組織にお
いて改善策を策定。
一部実施完了

オープンイノ
ベーションの

強化

⑪共同研究・開発契約の
ウェイト

25% 23.0% 22.7%

⑫デジタルサービス特許
出願比率*8 60% 54.7% 64.6%

多様な人材の
活躍

⑬リコーデジタルスキル
レベル２以上の人数(国
内)

4,000人 2,855人 4,658人

⑭プロセスDXシルバース
テージ認定者育成率*9 40% 21.1% 34.2%

⑮エンゲージメントスコ
ア*10

グローバル：3.91 グローバル：3.79 グローバル：3.84

日本：3.69 日本：3.57 日本：3.61
北米：4.18 北米：4.00 北米：4.00

中南米：4.14 中南米：3.90 中南米：3.95
欧州：4.01 欧州：3.92 欧州：3.90
APAC：4.15 APAC：4.03 APAC：4.20

⑯女性管理職比率
グローバル：20％

グローバル：
16.5％

グローバル：
17.2％

日本：10％ 日本：7.7％ 日本：8.4％

（１）

（２）

*1 デジタルサービスの会社としてご評価いただけた顧客の割合
*2 中南米はソリューション顧客を対象にした調査
*3 APAC：アジアパシフィック
*4 GHG(Green House Gas)：温室効果ガス
*5 組織体制の変更に伴い、開示対象範囲を見直し、関連する数値を再算出しております
*6 第三者検証中の暫定値。確定値は2025年８月に以下ウェブサイト上で開示予定

https://jp.ricoh.com/sustainability/materiality

*7 CHRB(Corporate Human Rights Benchmark)スコア：機関投資家とNGOが設立した人権関連の国際
イニシアチブ。５セクター(農産物,アパレル,採掘,ICT,自動車)のグローバル企業から選定して
評価（最新のベンチマークは約250社を選定）

*8 特許出願数に占めるデジタルサービス貢献事業に関する特許出願数の割合
*9 プロセスDXの型に基づいたプロセス改善実績のある人材の育成率(母数は各ビジネスユニットの
育成対象組織総人員数)

*10 Gallup社のQ12Meanスコア（高い組織パフォーマンスを予見するための12要素に対する評価ス
コア）を採用

1-9リスク管理ガバナンス
戦略 指標及び目標 Index



伊藤忠商事株式会社（1/3）有価証券報告書（2025年3月期） P23-24
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

① ガバナンス
当社のサステナビリティ関連のガバナンス体制図は次のとおりです（2025年６月18日現在）。

(a) 監督機能としての取締役会
当社グループは、サステナビリティ課題への対応を経営の重要課題の一つと認識し、取締役会に

てサステナビリティに関するグループ方針、戦略、関連ビジネス推進の承認をするとともに、サス
テナビリティ開示情報の適切性を監督しております。
マテリアリティに関して、リスクと機会への対応方針や具体的アプローチ、成果指標及び進捗度

合等の重要事項のレビューを通し、マテリアリティの妥当性につき取締役会が監督しております。
環境・社会リスクを含むサステナビリティ関連のリスクと機会に対応する事業戦略・投資戦略の

執行（戦略の見直し・事業撤退判断を含む）に関して、当社ではすべての新規投資案件に対し、事
前のESGリスク評価として「投資等に関わるESGチェックリスト」を使用し、サステナビリティ関連
のリスクに関する方針、体制及び取組状況を把握、分析したうえで、重要事項を協議するＨＭＣ
（ＨＭＣについては、「第４ 提出会社の状況４ コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照く
ださい。）にてサステナビリティ関連のリスクを検証しております。

また、投資実行後は、サステナビリティ関連のリスクの予防を目的とする事業会社のモニターレ
ビューや、人権デューデリジェンス、環境汚染等の未然防止を目的とする現地訪問調査等を多面的
に実施しております。バリューチェーン上の管理については、サプライヤーのESG取組状況を確認
するサステナビリティ調査を毎年実施しております。また、気候変動や自然資本へのリスクと機会
に関する取組は、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）やTNFD（自然関連財務情報開示タ
スクフォース）フレームワークに基づく分析・開示を行っております。

これらの審議内容や取組については、定期的にＣＡＯ（Chief Administrative Officer）から取
締役会に報告され、取締役会が監督しております。

好事例として着目したポイント
（１）監督と執行に分けて体制、実施方法、頻度を記載のうえ、全体像を図示。
（２）取締役会のスキル及びコンピテンシーを確保していること、その確保のた

めの方法を具体的に記載。

(b) 監督機能における取締役会のスキル・コンピテンシー
当社ＣＡＯはSDGs／ESG分野の専門的経験・知見を有しており、サステナビリティに関する各種

施策の立案・実施を担当するサステナビリティ推進部より月２回程度の頻度で定期報告を受けてお
ります。また、外部有識者を招聘して毎年開催するサステナビリティアドバイザリーボードでの講
義、意見交換を通じて、サステナビリティに関する世の中の動向、当社への期待、対応すべき課題
に対する知見を深めております。

当社の代表取締役であるＣＡＯは、会社の全般的経営方針及び経営に関する重要事項を協議する
ＨＭＣのメンバーであると同時に、サステナビリティ委員会の委員長を兼務しており、サステナビ
リティに関する統括責任者としてサステナビリティ委員会で審議した事項を決定しております。な
お、重要事項については、ＣＡＯ決定後に、ＨＭＣで承認しております。当該決定事項は、ＣＡＯ
からサステナビリティ推進の主たる活動状況とともに適宜取締役会に報告することで、取締役会の
監督にあたってのコンピテンシーを確保していると考えております。

(c) 執行機能としてのサステナビリティ委員会
サステナビリティ関連事項に対応するための各種施策の立案・実施に関する審議を行うサステナ

ビリティ委員会は、サステナビリティ関連目標設定、進捗状況、現状のサステナビリティ関連のリ
スクと機会を識別・評価・管理しております。取締役会は、サステナビリティ関連のリスクと機会
に対応する事業戦略・投資戦略の執行（戦略の見直し、事業撤退判断を含む）を監督しております。
また、各事業セグメント及び職能部署の経営管理者をESG責任者に任命し、ESG責任者がサステナビ
リティ関連事項について各種施策・取組の進捗を管理し、サステナビリティ委員会に報告しており
ます。

2024年度サステナビリティ関連審議、報告実績

サステナビリティ
関連会議体 開催数 主な承認・審議・報告事項

取締役会 ３回
・サステナビリティ委員会での審議内容及びＣＡＯ決定事項の報告
・ESG評価関連の報告
・社会貢献活動報告

サステナビリティ
委員会 ２回

承認事項
・有価証券報告書サステナビリティ関連開示
・環境方針改訂
・「サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」の改訂及び配布
先拡大

報告事項
・マテリアリティの確認
・サステナビリティアクションプランレビュー
・伊藤忠グループ サステナビリティ・モニターレビュー結果
・開示関連（CSRD、ISSB／SSBJ等）対応状況報告
・GHG関連報告（GHG排出量、GHG削減貢献量）
・ISO14001環境マネジメントレビュー
・人権デューデリジェンス、サステナビリティ調査報告

（１） （２）

1-10リスク管理ガバナンス
戦略 指標及び目標 Index



伊藤忠商事株式会社（2/3）有価証券報告書（2025年3月期） P24-27
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

② 戦略
当社グループは、企業理念や外的環境の変化を踏まえた「サステナビリティ推進基本方針」を定

め、組織的・体系的にサステナビリティに資する取組を推進しております。当社グループのマテリ
アリティをサステナビリティアクションプランに落とし込み、経営方針及び経営計画の方針に基づ
き推進するトレーディングや事業投資を通じて、課題解決につなげていきたいと考えております。
（a）当社グループ方針

（中略）

(b) マテリアリティごとの戦略
当社は、全社的な意見を反映したマテリアリティ候補について「事業影響」「社会影響」の面か

らマッピングして重要度を判定したのち、外部有識者が参加するサステナビリティアドバイザリー
ボードで「経営への影響」と「ステークホルダーの意見・期待」の両面から「マテリアリティマト
リックス」を作成し、マテリアリティを７項目に特定しました。マテリアリティについては、毎年、
アドバイザリーボード、株主との面談を通じて寄せられる関心事項や、当社の事業範囲とも照らし
合わせて見直しており、サステナビリティ委員会で審議、ＣＡＯが決定したのち、取締役会に報告
しております。

マテリアリティに関する事業を通じた取組として、各事業セグメントや職能組織で事業分野ごと
のリスクと機会等を抽出したうえで、短期から中長期的な目標達成に向けたサステナビリティアク
ションプランを定めております。サステナビリティアクションプランでは、取組むべき課題、対象
事業分野、具体的アプローチ、成果指標及び進捗状況を管理しております。毎年成果指標に基づく
レビューを８つのカンパニー及び職能組織ごとに実施し、サステナビリティ委員会に進捗状況を報
告します。このようなPDCAサイクルを回し開示することにより、確実な推進を目指しております。

マテリアリティごとのリスクと機会

マテリアリ
ティ

リスク 機会

技術革新に
よる商いの
進化

・IoT、AI等、新技術の台頭に伴う既存ビジネスモ
デルの陳腐化
・先進国での人手不足や、効率化が遅れている事業
での優秀な人材の流出 等

・新市場の創出や、革新性のあるサービスの提供
・新技術の活用による人的資源や物流の最適化、
働き方改革推進による競争力強化 等

気候変動へ
の取組（脱
炭素社会へ
の寄与）

移行リスク
・温室効果ガス排出に対する事業規制等による化石
燃料需要の減少、関連資産の価値低下、炭素税や再
生可能エネルギー使用によるコスト増加物理的リス
ク
・生態系保護に資するためのコスト増加、異常気象
（干ばつ、洪水、台風、ハリケーン等）発生増加に
よる事業被害 等

・気候変動の緩和に寄与する、再生可能エネル
ギー等の事業機会の増加
・異常気象に適応できる供給体制強化等による顧
客維持・獲得 等

働きがいの
ある職場環
境の整備

・団体交渉権や団結権の阻害により当社従業員の不
満の蓄積に伴う、労働生産性の低下、訴訟リスクの
発生
・成果に応じた評価・報酬を実現しない場合、優秀
な人材の流出によるビジネスチャンスの逸失
・過剰労働による健康被害や人権侵害に伴う健康関
連費用の増加、レピュテーションリスクの発生 等

・働きがいのある職場環境の整備やスキル向上の
機会を提供することによる労働生産性の向上、健
康力・モチベーション向上
・多様な人材が活躍することができる環境を整え
ることによる、優秀な人材の確保、環境変化やビ
ジネスチャンスへの対応力強化

人権の尊
重・配慮

・バリューチェーン上の労働者及び関係者に係る人
権問題発生に伴う事業遅延や継続リスク
・当社が提供する社会インフラサービスの不備によ
る事業不安定化・信用力低下 等

・地域社会との共生による事業の安定化や優秀な
人材確保
・サプライチェーン人権への配慮、労働環境の改
善に伴う生産性向上
・安全かつ安定的な商品供給体制の構築 等

マテリアリ
ティ

リスク 機会

健康で豊か
な生活への
貢献

・消費者やサービス利用者の安全や健康問題発生時
の信用力低下
・政策変更に基づく、市場や社会保障制度の不安定
化による事業影響 等

・食の安全・安心や健康増進の需要増加
・個人消費の拡大や次世代インターネットの普及
に伴う情報・金融・物流サービスの拡大 等

安定的な調
達・供給

・環境問題の発生及び地域社会との関係悪化に伴う
反対運動の発生による影響
・現地エコシステムの変化による持続可能な調達・
供給力の低下
・地政学や為替変動等に起因するインフレによる調
達・供給力の低下 等

・新興国の人口増及び生活水準向上による資源需
要の増加
・生態系に配慮した持続可能な資源や素材の安定
供給による顧客の信頼獲得や新規事業の創出 等

確固たるガ
バナンス体
制の堅持

・コーポレート・ガバナンス、内部統制の機能不全
法令違反に伴う事業継続リスク、予期せぬ損失の発
生 等

・強固なガバナンス体制の確立による意思決定の
透明性の向上、変化への適切な対応、安定的な成
長基盤の確立 等

(c) 具体的アプローチ
当社は、2024年４月３日の取締役会において「The Brand-new Deal ～利は川下にあり～」を経

営方針と定め、企業ブランド価値の向上を目指して、それまでの３ヵ年の中期経営計画から引継ぐ
「SDGsへの貢献・取組強化」に本業を通じて取組んでおります。本取締役会決議を踏まえ、2025年
５月のサステナビリティ委員会で、各マテリアリティに関する具体的施策及び目標に対する進捗状
況の審議・レビューを行うとともに、2025年度のサステナビリティアクションプランを決定し、各
事業セグメントにおいてこれらの施策を継続的に実行しております。詳細は2025年９月発行予定の
当社「ESGレポート 2025」サステナビリティアクションプランをご参照ください。

各事業セグメントにおける、2024年度の具体的成果の一例は次のとおりです。

事業セグメント 2024年度の具体的成果

繊維
繊維由来の再生ポリエステル「RENU」等、サステナブル素材の普及促進及び繊維製品
を再資源化する仕組みを構築し、横展開を推進

機械
北米における再生可能エネルギー資産を投資対象とするファンドを設立し、初号案件
として風力発電へ出資

金属
欧州における世界最大級のグリーン水素バリューチェーンの構築に向け商業用途で製
造を開始

エネルギー・化学品 家庭用蓄電池の販売拡大及び大型蓄電池事業への本格展開

食料
Dole Philippines, Inc.のバイオガスプラントの稼働によるクリーンエネルギーの活
用や持続可能な調達に寄与する認証付き商品（パーム油等）の取扱

住生活 天然ゴム加工事業でトレーサビリティ、サステナビリティが確保された原料を調達

情報・金融
中古携帯端末における取扱品目の拡大、調達ソース及び流通チャネルの拡充、抗がん
剤による脱毛抑制となる頭皮冷却システムの導入拡大

第８
AIやデジタルマーケティングを駆使したファミリーマート店舗の運営効率化や来店客
へ新しい店舗体験の提供

その他 「ITOCHU SDGs STUDIO」からの発信を強化

好事例として着目したポイント
▪ 識別したリスクと機会を、重要課題とのつながりが理解しやすいように表形

式で記載。

1-11リスク管理ガバナンス
戦略 指標及び目標 Index
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(d) サステナビリティ関連のリスクと機会の管理
当社グループでは、全社的リスクマネジメントシステムのガバナンスのもと、以下のような事業

運営に伴うサステナビリティ関連のリスクと機会の管理を行っております。
事業投資では新規投資時にはESGチェックリストによる確認をしたのち、各事業セグメントのＤ

ＭＣにおいて、経営方針及び経営に影響を及ぼす投資・融資・保証・事業等が審議され、カンパ
ニープレジデントがそれらを決定しております。なお、当該決定事項は、事業段階ごとの状況に応
じて管理し、投資後はグループ会社に対するモニターレビューを毎年実施しております。

トレードで新規商品群を取扱う場合は、著しい環境・社会面のリスクをLCA（ライフサイクルア
セスメント）により確認し、適切な法規制対応ができる体制とモニタリング制度を整えております。
新規取引先には当社のサステナビリティ行動指針を通知し、当社のESGに対する考え方に理解を求
めること、重要な取引先には毎年サステナビリティ調査にて取引先のESG対応状況を確認し、懸念
点がある場合は対面や現地訪問により詳細を確認し必要な措置を講じております。

またテーマ別に、気候変動はTCFD、自然資本はTNFDのフレームワークに沿って、環境変化による
事業への影響と対応策の有効性を分析することや、人権侵害に加担していないかサプライヤーやグ
ループ会社に対して実地調査を行う人権デューデリジェンスにも取組んでおります。

好事例として着目したポイント
（１）全社的なリスクマネジメントシステムについて簡潔に説明し、サステナビ

リティに関連するリスクも包含している旨の説明を記載。
（２）サステナビリティ関連のリスクと機会の評価について、財政状態及び業績

に重要な影響を及ぼす可能性があるものを重要なリスクと考えていること
など、リスク評価の方針及びプロセスを簡潔に説明。

（３）サステナビリティ関連のリスクと機会の管理について、具体的な事業投資
を中心に簡潔に説明。

③ リスク管理
(a) 全社的リスクマネジメントシステム
当社は主要リスクの責任部署による定常的なリスク管理（第１線）、取締役会による監督のもと、

ＨＭＣとリスクマネジメントに関連する各委員会による全社的なリスク管理（第２線）、そして内
部監査部門による独立した視点での推進状況や体制に関する監督（第３線）というリスク管理体制
をおくことで、全社的なリスク管理を行っております。これは、COSO-ERMフレームワークが推奨す
る３ラインモデルに沿った体制となっております。定常的なリスク管理については、迅速な意思決
定を実現するため各事業セグメントが委譲された権限の範囲内で管理し、リスク責任部署が状況を
モニタリングしております。
このように当社グループでは、サステナビリティ関連をはじめとする様々なリスクと機会に対処

するため、各種の社内委員会や責任部署を設置するとともに、各種管理規則、投資基準、リスク・
取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リス
クと機会を総括的かつ個別的に管理しております。

主要リスクの責任部署が半期に一度「連結リスク管理アクションレビュー」を行い、主要リスク
別に管理状況を内部統制委員会へ報告することで、管理体制の有効性を定期的にレビューしており
ます。更に、主要リスク別の定期的なレビュー結果は、各リスクを担当するオフィサーが取締役会
に報告しております。

詳細は当社「ESGレポート 2024」P.214 リスクマネジメントをご参照ください。

(b) 事業運営レベルのリスク管理体制
事業運営レベルのリスク管理としては、各カンパニーにおいてカンパニーの長であるカンパニー

プレジデントの諮問機関としてＤＭＣ（Division Company Management Committeeの略）が、各カ
ンパニーにおける経営方針及び経営に大きな影響を及ぼす投資・融資・保証・事業等における重要
案件を審議しております。委譲された権限を超えるリスクを負担する場合は、重要度に応じ、各種
委員会を経てＨＭＣ及び（または）取締役会へ付議されます。

(c) サステナビリティ関連のリスクと機会の評価
当社グループは、リスク管理を経営の重要課題と認識し、COSO-ERMフレームワークの考え方を参

考に、当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定め、必要なリスク管理体制及び手
法を整備しております。将来の当社グループの財政状態及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があ
るものを重要なリスクと考え、気候変動、サプライチェーン、人権等のサステナビリティに係る規
制等の動向及び、世界各地の事業に与えるサステナビリティ関連のリスクと機会に関する情報収集
を定期的に行っております。それらの情報を踏まえ、リスクの発生頻度及び深刻度、操業／活動範
囲等の評価指標から、以下の一覧にある環境・社会面のテーマやガバナンス面について、営業部門
や一部職能部でリスクと機会を定量評価し、社会へのインパクトと当社グループへのインパクトの
両面から影響度合いを可視化し、特に重要なリスクや機会を把握しております。

（１）

（２） （３）

1-12リスク管理ガバナンス
戦略 指標及び目標 Index
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（１）サステナビリティ共通
① ガバナンス
当社グループは、サステナビリティに関する議論を集約し、実行の質・スピードをさらに高め

ることを目的として、「サステナビリティ委員会」を設置しています。サステナビリティ委員会
は、委員長を社長、副委員長を戦略本部長、委員を経営層で構成され、サステナビリティに関す
る基本方針、収益機会・リスクのマテリアリティに関する基本的事項、サステナビリティに関す
る基本的な情報開示等の当社グループのサステナビリティに関する課題についての審議及び当該
事項に関する進捗状況の確認をし、取締役会に提案・報告を行っています。幹事はサステナビリ
ティ推進室が担当し、原則、年に２回開催します。リスクのマテリアリティに関する事項は、当
社グループの経営上のリスクとも密接に関わることから、リスクマネジメント委員会と連携して
対処しています。

また、取締役会には、気候変動や人的資本、知的財産を含めたサステナビリティに関する業務
の執行状況を四半期ごとに報告・共有しています。なお、サステナビリティ委員会や経営会議の
議題は、取締役会の実効性評価の実施結果や株主・機関投資家からのフィードバック等も踏まえ
て、設定しています。

＜ESG連動報酬＞
当社では、社外取締役及び監査役以外の役員等への報酬については、ESGへの取組み結果をより

直接的に反映すること等を目的に役員報酬制度を一部改定し、2023年７月から運用を開始していま
す。改定後の報酬項目は、基本報酬、短期業績連動報酬（個別）、短期業績連動報酬（全社）、
ESG連動報酬及び中長期業績連動報酬で構成され、ESG連動報酬は、当社グループが対処すべき経営
上の重要課題（マテリアリティ）におけるサステナビリティ目標の達成状況を評価項目としていま
す。報酬総額に占めるESG連動報酬の割合は、報酬項目毎に定めた標準報酬水準の合計額を100％と
した場合、役位毎に２～３％で設定されています。
2024年度は、「温室効果ガス排出量削減率（スコープ１、２）」に関する2023年度目標（2017年

度比21.2％削減）の達成有無を評価項目としました。なお、ESG連動報酬として採用する評価指標
については、指名・報酬委員会で定期的に確認・見直しを実施しており、2025年度からは「従業員
エンゲージメントスコア」を評価項目に追加します。

詳細については、「４[コーポレートガバナンスの状況等]（４）役員の報酬等」を参照してくだ
さい。

※ 上記はサステナビリティ活動全体に関する主な議題を掲載しています。
「（２）気候変動」「（３）人的資本（人材の多様性を含む。）」「（４）知的財産」に関する主
な議題は各ページを参照ください。

＜当社グループのサステナビリティに関する主な議論＞

取締役会

2018年11月 古河電工グループ ビジョン2030策定

2018年11月～2019年12月 マテリアリティの特定

2019年４月 古河電工グループCSR行動規範改定

2021年７月～８月 古河電工グループサステナビリティ基本方針制定

2022年５月 サステナビリティ指標・目標設定

2023年３月～2024年３月 古河電工グループ パーパス制定

2024年８月 古河電工グループCSR行動規範、人権方針、サステナビリティ基本方
針、コーポレートガバナンスに関する基本方針改定

2025年３月 監査等委員会設置会社への移行に向けた機関設計変更

経営会議

2018年11月～2019年５月 古河電工グループ ビジョン2030策定

2018年11月～2020年９月 マテリアリティの特定及び開示

2019年４月 古河電工グループCSR行動規範改定

2020年１月 国連グローバル・コンパクト署名

2021年７月～８月 古河電工グループサステナビリティ基本方針制定

2024年８月 古河電工グループCSR行動規範、人権方針、サステナビリティ基本方
針、コーポレートガバナンスに関する基本方針改定

2025年３月 監査等委員会設置会社への移行に向けた機関設計変更

サステナビリ
ティ委員会

2022年３月 サステナビリティ指標・目標設定

2022年９月 古河電工グループ責任ある鉱物調達方針策定

2022年９月～2024年３月 古河電工グループ パーパス制定

2024年９月 サステナビリティ活動進捗報告

2025年３月 サステナビリティ活動年度報告及び次年度活動方針の件

好事例として着目したポイント
▪ 役員報酬にサステナビリティ目標の達成状況を評価目標としている旨、その

概要を定量的な記載を交えつつ簡潔に記載。そのうえで、詳細は有価証券報
告書の他の個所を参照することで繰り返しを避けている。

1-13リスク管理ガバナンス
戦略 指標及び目標 Index



古河電気工業株式会社（2/3）有価証券報告書（2025年3月期） P24-25
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

「人権マネジメント」に関しては、2021年度に当社グループの人権課題として優先すべき対象ス
テークホルダーを「従業員」と「取引先」とし、人権デューディリジェンスを実施しています。
2024年度は、より正確に人権リスクを把握するため、深刻度と発生可能性の評価区分細分化により、
各々の対象について人権リスクの再評価を行いました。その結果、従業員に対しては、これまでの
職場でのハラスメントに加えて、強制労働・児童労働、労働安全衛生を改めて優先すべき人権課題
として再認識しました。取引先に対しては、強制労働・児童労働、労働安全衛生を再認識しました。
従業員のハラスメントについては、内部通報やコンプライアンス意識調査の結果を分析し、必要

な改善策を実施しています。また、改善策の一つとして、2022年度から当社及び国内外グループ会
社を対象とした「差別・ハラスメント防止教育」を実施しており、サステナビリティ指標として
「管理職に対する人権リスクに関する教育実施率」を設定しています。強制労働・児童労働につい
ては、グループ全体で法令違反のないことを確認するとともに、引き続き発生防止に努めています。
労働安全衛生については、ゼロ災の達成をはじめ各職場で様々な目標を掲げ防止・低減に取り組ん
でいます。なお、これらの人権課題の特定に当たっては、専門弁護士や従業員を代表する労働組合
と対話を行っており、特に労働組合とは、負の影響の防止・低減に向けて継続的にコミュニケー
ションを図っています。

取引先については、特に責任ある鉱物調達の観点から、対象鉱物として取扱量が多い「銅」も含
めた調査を行い、このたび課題と再認識した強制労働・児童労働や労働安全衛生も含めた負の影響
を低減する取組みを進めています。また、CSR調達ガイドラインに基づくSAQの実施によりサプライ
チェーン上の人権リスクの実態把握を行っています。現時点では、本調査の結果で人権に負の影響
を与える重大な問題は発見されていません。

従業員の人権マネジメントの詳細については、「（３）人的資本（人材の多様性を含む。）」を
参照ください。

※ SAQ（Self-Assessment Questionnaire） ： 自己評価調査。

 リスク（環境）のマテリアリティ：
「気候変動に配慮したビジネス活動の展開」の詳細については、「（２）気候変動」を参照して

ください。

 リスク（社会）のマテリアリティ：
「人材・組織実行力の強化」の詳細については、「（３）人的資本（多様性を含む。）」を参照

してください。

 

＜全社リスクマネジメントへの統合＞
当社グループ全体のリスク管理は、委員長を社長、副委員長をリスクマネジメント本部長、委員

を経営層で構成した「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社グループのリスク管理、内部統
制、コンプライアンスについての課題を審議し、監督・推進する体制をとっています。リスクのマ
テリアリティを含むリスク項目を担当する各部門は年間取組み計画と活動実績をリスクマネジメン
ト委員会へ半期ごとに報告しています。リスクマネジメント委員会はその取組み内容について、リ
スク統制が適切に行われているか評価し、必要に応じて指導を行っています。
詳細については、「３ [事業等のリスク]」を参照してください。

好事例として着目したポイント
（１）認識したリスク及び機会について企業が重要と考えている課題と関連付け

て簡潔に記載。
（２）全社リスクマネジメントとの統合について簡潔に記載。
（３）有価証券報告書の他の個所を参照することで繰り返しを避けて記載。

③ リスク管理
＜サステナビリティ関連機会及びリスクの管理＞

当社グループは、25中計において、各々のマテリアリティにおける2025年度の目指す姿を実現す
るためのサステナビリティ指標（KPI）と2025年度サステナビリティ目標を設定しております。

収益機会・リスクのマテリアリティの対応状況やサステナビリティ指標の進捗状況は、サステナ
ビリティ委員会と取締役会に半期ごとに報告・共有されています。また、サステナビリティ推進室
長は、マテリアリティやサステナビリティ指標の進捗状況、サステナビリティ指標や目標の妥当性
等について各担当部門と定期的（原則、年に２回）に対話をし、目標に達しない見込みの指標を担
当している部門に対しては、対応策や改善策の作成と実行を促しています。

 収益機会のマテリアリティ：
「社会解決型事業の創出」を収益機会のマテリアリティとして取り組んでいます。「社会課題解

決型事業の創出」の全般については「１[経営方針、経営環境及び対処すべき課題等]（２）経営環
境、中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」を参照してください。「社会課題解決型事業
の創出」のうち、「環境配慮事業の創出」の詳細については「（２）気候変動」を参照してくださ
い。

また、「Open, Agile, Innovative」及び「多様なステークホルダーとのパートナーシップの形
成」の進捗を測定するサステナビリティ指標として、「新事業研究開発費増加率」と「事業強化・
新事業創出テーマに対するIPランドスケープ実施率」を設定し、新事業創出に向けた基盤整備を推
進しています。「事業強化・新事業創出テーマに対するIPランドスケープ実施率」の詳細について
は、「（４）知的財産」を参照してください。

 リスク（ガバナンス）のマテリアリティ：
「リスク管理強化に向けたガバナンス体制の構築」の進捗を測定するサステナビリティ指標とし

て、事業等のリスク項目を含む「全リスク領域に対するリスク管理活動フォロー率」を設定し、統
制活動による改善を推進しています。さらに、特に強化すべきリスク管理としてガバナンスのサ
ブ・マテリアリティに掲げている「サプライチェーンマネジメント」と「人権マネジメント」は、
それぞれに対応したサステナビリティ指標を「主要取引先に対するCSR調達ガイドラインに基づく
SAQ（※）実施率」及び「管理職に対する人権リスクに関する教育実施率」と設定し、進捗状況や
対応策をフォローしています。

 「サプライチェーンマネジメント」に関しては、2021年度から当社の主要取引先を対象にCSR調達
ガイドラインに基づくSAQを開始し、2022年度以降、国内外グループ会社の取引先へ対象範囲を拡
大させています。当社が高リスクと設定した調査項目に該当する取引先に対しては、ヒアリング等
の対話を通じて状況を再確認し、必要に応じて是正していただくように働きかけを行っています。

（１）

（２）

（３）
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古河電気工業株式会社（3/3）有価証券報告書（2025年3月期） P25-26
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

④ 指標及び目標
＜サステナビリティ指標と目標＞

当社グループでは、ビジョン2030を達成するための経営上の重要課題であるマテリアリティごと
に2025年度の目指す姿を定め、それらを実現するための施策を実行するとともに、進捗を測定する
サステナビリティ指標・目標値を設定しております。2024年度のサステナビリティ指標は、従業員
エンゲージメントスコア及び管理職層に占める女性比率を除き、2024年度目標を達成あるいは達成
の見込みです。

事業強化・新事業創出テーマに対するIPランドスケープ実施率は、2022年目標策定時に設定した
テーマに関し2025年度に100％（全件実施）達成を目標としていましたが、2024年度に全件実施と
なりこの目標を達成したため、2025年度は具体的な事業活動へ展開を進めていきます。

従業員エンゲージメントスコアについては2023年度からグループ全体で把握ができるようになっ
たため、単体のみで設定していた2024年度以降の目標を単体からグループへ拡大しました。2025年
度の目標はグループで80と設定し、2024年度は77を目標としましたが、結果は72と未達成でした。
未達成の要因は、回答者構成比の変動により回答に占める日本（単体及び関係会社）の割合が高
まったこと、海外関係会社のビジネス環境変化等によるものと推察されます。パーパス共感醸成の
取組みや管理職のマネジメントの見直し推進、各部門内での対話促進等により改善を図っていきま
す。

管理職層に占める女性比率については、2024年度の目標6％に対し実績は5.4％でした。事業戦略
に基づき技術系人材中心の採用活動を行った影響により、全体的な女性採用数の伸びが鈍化し、前
年と同水準に留まりました。今後は採用から育成・登用までパイプラインを充実させるとともに、
女性管理職層とその候補層に対して個別フォローを実施し、管理職層に占める女性比率の向上に繋
がる活動に粘り強く取り組んでいきます。

好事例として着目したポイント
（１）指標ごとに、目標及び実績を表形式で各項目のつながりが理解しやすいよ

うに記載。時系列の変化について記載。
（２）指標ごとに、グループ又は単体のどの範囲の数値かについて記載。

※1 2022年時点で設定した事業強化・新事業創出テーマに関して、全件実施を意味します。
※2 2024年度に前倒して目標達成。2025年度は具体的な事業活動へ展開を進めていきます。
※3 2024年度から基準年度が2021年度に変更になりますが、従来の2017年度基準に当てはめた場

合の削減目標も参考値として示しています。
※4 2023年度に対象範囲を国内外グループ会社へ拡大し、単体目標からグループ目標に変更しま

した。
※5 新規採用者は新卒採用者及びキャリア採用者を示し、その対象は管理職層、総合職、一般職

です。
※6 各年度30％程度維持することを意味します。
※7 各年度100％を継続することを意味します。

マテリアリ
ティ

サステナビリティ指標 範囲
実績 目標 （）は参考値

2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2025年度

収
益
機
会

社会課題解決
型事業の創出

環境調和製品売上高比率 グループ 65.9% 74.0% 66% 68% 70%

Open, Agile, 
Innovative/多
様なステーク
ホルダーとの
パートナー

シップの形成

新事業研究開発費増加率
(2021年度基準)

グループ 121% 133% 125% 125% 125%

事業強化・新事業創出
テーマに対するIPランド

スケープ実施率
グループ 77% 100% 45%

100%
※1

－
※2

リ
ス
ク

気候変動に配
慮したビジネ
ス活動の展開

温室効果ガス
排出量削減率
(スコープ１、

２)

(2017年
度基準)

グループ

△45.4％ － △21.2％
(△39％)

※3
(△42％)

※3

(2021年
度基準)

－
△33％

（見込）
－ △14.0％ △18.7％

電力消費量に占める再生
可能エネルギー比率

グループ 31.6%
40%

（見込）
12% 25% 30%

人材・組織実
行力の強化

従業員エンゲージメント
スコア※4

単体 63 － 65 － －

グループ 76 72 － 77 80

管理職層に占める女性比
率

単体 5.4% 5.4% 5.0% 6.0% 7.0%

新規採用者に占めるキャ
リア採用比率※5

単体 48.8% 54.4%
30%
※6

30%
※6

30%
※6

リスク管理強
化に向けたガ
バナンス体制

の構築

全リスク領域に対するリ
スク管理活動フォロー率

グループ 100% 100% 100% 100% 100%

主要取引先に対するCSR
調達ガイドラインに基づ

くSAQ実施率
グループ 65% 84% 40% 70% 100%

管理職に対する人権リス
クに関する教育実施率

グループ 100% 100%
100%
※7

100%
※7

100%
※7

（１）

（２）

1-15リスク管理ガバナンス
戦略 指標及び目標 Index



アサヒグループホールディングス株式会社（1/2）有価証券報告書（2024年12月期） P21-23,26
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

(1）サステナビリティ
アサヒグループは『中長期経営方針』のコア戦略のひとつに、「サステナビリティと経営の統合

による社会・事業のプラスインパクトの創出、社会課題解決」を掲げています。その実現に向けて
サステナビリティ・ガバナンス体制の実効性を高めるとともに、マテリアリティに基づいた取り組
みを推進しています。

好事例として着目したポイント
（１）各組織及び会議体の体制、実施方法、頻度、開催時期及び取り扱った議題

を表形式で簡潔に記載。
（２）リスク管理について、有価証券報告書の他の個所を参照することで繰り返

しを回避している。

サステナビリ
ティ
タスクフォース
（各マテリアリ
ティ）

課題の取り組み
●特定のサステナビリティに関
する課題、プロジェクトへの取
り組み
●影響力の大きい環境、社会課
題への取り組み
●多様な部門・分野の専門家が
結集した取り組み

リーダー：
アサヒグループホールディングス（株）
Sustainability 部門・関連機能部門
各マテリアリティ担当者
メンバー：
●アサヒグループホールディングス（株）
各マテリアリティ担当者、関係部署担当者
●Asahi Global Procurement Pte. Ltd.
各マテリアリティ担当者
●Regional Headquarters
各マテリアリティ担当者

適宜開催

※その他委員長が指定する者

組織体 開催月 主な議題

サステナビリティアドバ

イザリー委員会

６月

10月

●超長期トレンドから見る、将来の当社ビジネスにおけるリスクと機会

●社会におけるアルコールの役割

グローバルサステナビリ

ティ委員会
12月 ●気候変動、責任ある飲酒のグループ目標に関する討議と決議

グローバルサステナビリ

ティ

リーダーズ会議

５月
●アサヒグループのサステナビリティ３ヵ年計画に関する討議

●気候変動、人権などの取り組みに関する討議

11月
●アサヒグループのサステナビリティ３ヵ年計画の共有

●気候変動、責任ある飲酒のグループ目標に関する討議

サステナビリ

ティ

タスクフォー

ス

環境
１、４、７、

10月

●「アサヒグループ環境ビジョン2050」の実現に向けた取り組みに関する討議

●Regional Headquartersのベストプラクティスの共有

●2024年計画の進捗共有など

コミュニ

ティ

２、７、10

月

●コミュニティ戦略の基本活動であるグローバル共通施策「RE:CONNECTION 

for the EARTH」の事前計画の共有及び実施後の振り返り

●2024年計画の進捗共有など

責任ある飲

酒

２、４、５、

８、10、12

月

●グループ目標に関する討議

●「IARDデジタル・ガイディング・プリンシプル」への対応率などの進捗確認

●Regional Headquartersのベストプラクティスの共有など

2024年の開催実績

組織体 役割 構成 開催頻度

サステナビリ
ティ
アドバイザリー
委員会

●専門的な見地から、サステナビリ
ティと経営の統合のさらなる推進、
サステナビリティに関する重要な
テーマについて取締役会に提言

委員長：
アサヒグループホールディングス（株）
代表執行役社長Group CEO
委員：
●アサヒグループホールディングス（株）
社内取締役 １名
●アサヒグループホールディングス（株）
社外取締役２名

年２回

グローバル
サステナビリ
ティ
委員会

戦略の決定
●グループのサステナビリティ方針
の策定
●サステナビリティ戦略・方針、グ
ループ目標の承認
●実績管理
●サステナビリティ関連リスクの特
定と低減

委員長：
アサヒグループホールディングス（株）
代表執行役社長Group CEO
委員：
●アサヒグループホールディングス（株）
社内取締役 ２名
●アサヒグループホールディングス（株）
Group CGO、Group CSO、Group CR＆DO、
Corporate Secretary
●Asahi Global Procurement Pte. Ltd. CEO
●Regional Headquarters CEO、
サステナビリティ担当役員※

年１回

グローバル
サステナビリ
ティ
リーダーズ会議

戦略の実行
●グローバルサステナビリティ委員
会で決定した戦略、方針の実行
●ベストプラクティス、イノベー
ション事例の共有
●関連部門と連携した事業のあらゆ
る面へのサステナビリティの統合

議長：
アサヒグループホールディングス（株）
代表執行役社長Group CEO
メンバー：
●アサヒグループホールディングス（株）
Sustainability 部門長
●Asahi Global Procurement Pte. Ltd. CEO、
サステナビリティ担当役員
●Regional Headquarters
サステナビリティ担当役員・関係部署部門長

年２回

③リスク管理
［リスクマネジメント体制］

アサヒグループは、グループ全体を対象に、エンタープライズリスクマネジメント（ERM）を導
入しています。ERMには、サステナビリティ関連のリスクも含んでおり、詳細については、「第２
事業の状況 ３ 事業等のリスク」をご参照ください。

（１）

①ガバナンス
［サステナビリティ・ガバナンス］

アサヒグループではサステナビリティの推進を重
要な経営課題と捉えており、アサヒグループホール
ディングス（株）の代表執行役社長Group CEOが委
員長となる「グローバルサステナビリティ委員会」
を設置して、サステナビリティ推進を包含したコー
ポレートガバナンス体制を構築しています。

「グローバルサステナビリティ委員会」で決定し
た内容は、「グローバルサステナビリティリーダー
ズ会議」「サステナビリティタスクフォース」を通
じてグループ全体の戦略として落とし込む仕組みに
なっており、グループ一体となってサステナビリ
ティを推進する体制を組んでいます。

（２） （以下略）
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アサヒグループホールディングス株式会社（2/2）有価証券報告書（2024年12月期） P23-25
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

［取締役会におけるサステナビリティの議論］

アサヒグループでは、『中長期経営方針』のコア戦略に位置付けられているサステナビリティ戦略について、
取締役会においても重点的に議論を行っています。「グローバルサステナビリティ委員会」で議論した戦略や目
標値はExecutive CommitteeやCorporate Management Boardで審議し、取締役会に報告してモニタリングされて
います。また、各Regional HeadquartersのCEOが毎年２回、各地域でのサステナビリティに関する具体的な取り
組みや進捗について、取締役会に報告しています。

サステナビリティに関する直近の取締役会報告内容

好事例として着目したポイント
（１）監督を行う取締役会でのサステナビリティに関する議題及び内容を記載し、

関与状況を表形式で簡潔に記載。
（２）取締役会における、戦略を監督するための適切なスキル及びコンピテン

シーの利用可能性について、各取締役のスキル及び能力をスキルマトリッ
クス及びスキルの定義を用いて簡潔に記載。

（３）サステナビリティ指標の役員報酬への組込み方針について、数値も示しな
がら具体的に記載。

＊「取締役会スキルマトリックス」は各取締役の役割に照らして発揮が期待されるスキルを記載しており、各取
締役が保有するすべての知見・経験を表すものではありません。

「取締役会スキルマトリックス」に定めるスキルの定義

議題 内容

2024年９月 サステナビリティの取り組み
気候変動への対応など、主要グローバル目標の達成に向けた
取り組み

2024年９月 BMS（母乳代替品）の取り組み
ESG外部評価機関FTSEの評価項目適合に向けた、BMSマーケ
ティングポリシーの改定やガバナンス機能の強化

2025年３月 TCFD/TNFD分析報告 TCFD/TFNDを統一したシナリオ分析結果

［取締役会のサステナビリティスキル・能力］

アサヒグループホールディングス（株）は「取締役会スキルマトリックス」に照らし、豊富な経験、高い見識、
高度な専門性・能力を有する人物により取締役会を構成することとしています。

「取締役会スキルマトリックス」は、役員に求める要件をグループ理念“Asahi Group Philosophy”（以下、
AGP）や経営戦略などから導いて策定したもので、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会
全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保することを目的としています。この中では意思決定ス
キルとして「サステナビリティ」も設定しており、「事業を通じた社会インパクト創出をリードするスキル」
「ESGの知識と見識に基づき経営を方向付けるスキル」と定義しています。具体的には、サステナビリティの重
点テーマである「気候変動への対応」「持続可能な容器包装」「人と人とのつながりの創出による持続可能なコ
ミュニティの実現」などの監督経験があることや、「不適切飲酒の撲滅」「新たな飲用機会の創出によるアル
コール関連問題の解決」への対応を踏まえ酒類事業の経験があることなどを指しています。

取締役会スキルマトリックス

長期
戦略

グロー
バル

サステナ
ビリティ

非連続
成長

シニア
リーダー
シップ

財務・
会計

法律・
コンプラ
イアンス

リスク
ガバナン
ス・内部
統制

人材・
文化

業務
プロセス

大八木 成男 〇 〇 〇 〇 〇 〇

勝木 敦志 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

谷村 圭造 〇 〇 〇 〇 〇 〇

﨑田 薫 〇 〇 〇 〇 〇

福田 行孝 〇 〇 〇 〇

大島 明子 〇 〇 〇 〇

佐々江 賢一郎 〇 〇 〇 〇 〇

大橋 徹二 〇 〇 〇 〇 〇

松永 真理 〇 〇 〇 〇

田中 早苗 〇 〇 〇 〇

佐藤 千佳 〇 〇 〇 〇

メラニー・ブロック 〇 〇 〇 〇

宮川 明子 〇 〇 〇 〇

スキル 定義

長期戦略
●長期あるいは超長期の社会の変化を洞察するスキル
●洞察した将来をバックキャストして戦略に導くスキル

グローバル
●グローバルの視点・視座で戦略の監督を行うスキル
●ローカルとグローバルを融合し最適化するスキル

サステナビリティ
●事業を通じた社会インパクト創出をリードするスキル
●ESGの知識と見識に基づき経営を方向付けるスキル

非連続成長
●事業構造や稼ぐモデルを変革するスキル
●イノベーションを促し、新規領域を探索するスキル

シニアリーダーシップ
●的確な執行状況の把握と課題提起するスキル
●リーダーシップチームの業務遂行を評価するスキル

財務・会計
●業績・経営指標から経営状況、資源配分の状況を把握し課題提起するスキル
●財務・会計に関する専門的な知識と見識に基づき監督するスキル

法律・コンプライアン
ス

●法律に関する専門的な知識と見識に基づき監督するスキル
●コンプライアンス体制の整備、運用状況を監督するスキル

リスクガバナンス
・内部統制

●リスクコントロール状況、執行ガバナンスの状況を把握し課題提起するスキル
●内部統制システムの整備、運用状況を監督するスキル

人材・文化
●多様な人材の能力発揮の状況を評価するスキル
●企業文化の状況を把握し課題提起するスキル

業務プロセス ●企業経営経験や当社経営・執行経験に基づき、業務プロセスの適正性を監督するスキル

［役員報酬への社会的価値指標（サステナビリティ指標）の組み込み］

アサヒグループホールディングス（株）は、取締役及び執行役の報酬は責任と業績貢献に応じて設定しており
ます。サステナビリティへの中長期的な取り組みを含む経営戦略と業績に連動したものであり、報酬委員会で内
容を検討したうえで、透明性及び客観性を高めて公正なプロセスで決定しています。報酬委員会は取締役会の諮
問機関として社外取締役が委員長を務めるとともに過半数が社外取締役で構成されており、公正な判断を保証す
るため、必要に応じて外部の客観的データを活用しています。

取締役の報酬は、社内取締役は基本報酬と賞与（年次・中期）及び株式報酬で構成し、社外取締役は基本報酬の
みとしています。社内取締役の賞与のうち３年ごとに支給される中期賞与は、業績指標のうち40％が社会的価値
指標によって決定されます。サステナビリティ戦略における重点方針及び事業・社会への影響を踏まえ、グルー
プとして取り組むべき領域を選定して社会的価値指標としています。

2024年は、サステナビリティ戦略のマテリアリティのうち「気候変動への対応」「持続可能な容器包装」「持
続可能な水資源」「責任ある飲酒」そして「人的資本の高度化」の５領域を選定しました。

これらの各指標は中期計画KPIと連動しており、領域に応じてウェイトを設定しています。ウェイトを考慮し、
目標達成度合いに応じて50～150％の範囲で、各指標の進捗及び達成状況を総合的に評価して決定します。

（２）
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（３）

（１）



株式会社ツムラ（1/1）有価証券報告書（2025年3月期） P16-17
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

(1) サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理
①ガバナンス

自然資本および気候変動を含むリスクと機会や、ツムラグループの持続的な成長と中長期的な企
業価値の向上を図るための重要な意思決定は、取締役会が担っています。また取締役会で戦略の決
定、投資判断等を行うに際しては、自然資本および気候変動に係る影響を踏まえて意思決定を行っ
ています。

サステナビリティ委員会（2021年10月設置）は自然資本および気候変動を含むサステナビリティ
に関する議題を扱っています。2023年度には「委員長報告会」も設置し、サステナビリティに関す
る各分科会の進捗報告とそれに対する経営の指示が迅速に行われる体制を構築しています。

サステナビリティ委員会の委員長はサステナビリティに関する業務の担当役員である取締役Ｃｏ
-ＣＯＯが担っており、サステナビリティ委員会で審議された全てのテーマは委員長（取締役Ｃｏ-
ＣＯＯ）が取締役会に報告します。

取締役会は、サステナビリティ委員会から報告された全ての案件について、パーパス、経営理念
およびサステナビリティビジョンの体現に資するかも含め、内容を確認し、方針の提示や監督を
行っています。

また、自然資本および気候変動を含む長期経営ビジョンの実現を通じて当社の企業価値を持続的
に向上するため、2022年度より当社の取締役（監査等委員である取締役および非業務執行取締役を
除く）および当社と委任契約を締結している執行役員の中長期業績連動株式報酬（長期インセン
ティブ）の評価の一部として、自然資本および気候変動に関連するサステナビリティ課題の進捗目
標の達成度に応じた評価指標を組み入れており、この配分割合は25％です。
人的資本に関しては、取締役会からの諮問を受けて、TSUMURA VISION “Cho-WA” 2031の実現に

必要な施策について当社グループにおける組織・人的資本政策基本方針にもとづき議論し、業務担
当部門等へ方針提示するため、2022年10月に「組織・人的資本政策委員会」を設立しました。ツム
ラ独自の７つの資本※を構成する組織資本・人的資本による価値創造プロセスを可視化し、企業価
値の向上につなげてまいります。

好事例として着目したポイント
（１）監督機関が基本的な戦略を決定していること及び監督の実施方法を簡潔に

記載。
（２）取締役及び執行役員の中長期業績連動株式報酬の評価の一部に、サステナ

ビリティ課題の進捗目標の達成度に応じた評価指標を組み入れている旨を
具体的な配分割合を交えて簡潔に記載。

（３）リスク管理プロセスについて、リスクと機会の分析及び対策の検討プロセ
ス、優先順位の決定を行う主体、監督する主体を簡潔に記載し、リスクは
事業リスクとして統合管理されている旨を簡潔に記載。

②リスク管理
自然資本および気候変動関連のリスクに関しては、主にサステナビリティに関するテーマを扱う

サステナビリティ委員会と、経営リスクに関するテーマを取り扱うリスクマネジメント委員会にお
いて審議され、両委員会が情報を共有しながら、リスクを評価・管理しています。
サステナビリティ委員会は、外部専門家の助言も踏まえ、自然資本および気候変動が中長期的に

ツムラグループの経営戦略に与えるリスクと機会の分析、対策の検討を行います。その結果につい
ては取締役会に報告し、取締役会は必要な指示を行い、対応状況を監督します。

リスクマネジメント委員会は、あらゆる要因による工場の操業停止等のリスクを、財務上の影響
の多寡、発生確率の高さを勘案し、優先順位を決定のうえBCP対応を含む対策の検討を行い、その
結果を取締役会に報告します。サステナビリティ委員会とリスクマネジメント委員会で検討するリ
スクは、事業リスクとして統合・管理しています。

※ ツムラ独自の７つの資本
IIRC（国際統合報告評議会）が発行した「国際統合報告フレームワーク」の中では、組織固有の

価値創造のあり方を検討する概念として「６つの資本」が提示されています。一方、当社グループ
では７つ目の資本として「組織資本」を加えています。この資本は、私たち独自の考え方で、「複
数の生薬の組み合わせで構成されている漢方薬のように、固有の能力と個性を持った人々が多く集
まり、目指すべき社会価値を創出するために調和している組織」を指しています。

＜自然資本および気候変動関連のガバナンス体制＞

取締役会
・自然資本・気候変動対応の方針提示、監督
・サステナビリティ・ターゲットの決定・評価

サステナビリティ
委員会

・自然資本・気候変動リスク・機会の検討
・自然資本・気候変動リスク・機会に関する活動計画の策定、推進
・自然資本・気候変動に関する対応状況およびサステナビリティ・ターゲット
の進捗状況のモニタリング
・自然資本・気候変動リスクに関する事項の取締役会への報告

リスクマネジメン
ト委員会

・自然資本・気候変動に関わる経営リスク等の検討、計画立案、進捗確認と取
締役会への報告

＜自然資本および気候変動関連のガバナンス体制図＞

（１）

（２）

（３）
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株式会社めぶきフィナンシャルグループ（1/1）有価証券報告書（2025年3月期） P8-9
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

（１） サステナビリティ全般
①ガバナンス
当社グループは、サステナビリティを巡る課題を重要な経営課題として認識し、サステナビリ

ティ委員会を中心とするガバナンス体制を構築するとともに、取締役会等による監督を行っていま
す。

≪取締役会による監督体制≫
取締役会は、サステナビリティにかかる議案（方針策定、目標設定や取り組みの進捗状況等）に

ついて監督する役割を担っており、サステナビリティ委員会を開催する都度、審議内容を取締役会
へ付議・報告することで、取締役会が当社グループのサステナビリティの取り組みやリスクと機会
の評価等について監督する態勢を構築しています。

≪サステナビリティにかかる経営者の役割≫
サステナビリティにかかる事項は、取締役社長が統括します。また、取締役社長はサステナビリ

ティ委員会の委員長としてサステナビリティを巡る課題・対応が事業に与える影響について評価し、
対応策の立案及び目標の設定を行い、達成状況の管理を統括します。

≪サステナビリティ委員会≫
当社グループは、サステナビリティに関する基本方針の策定や取り組みの進捗を一元的に審議・

管理し、サステナビリティへの取り組みを促進するため、取締役社長を委員長とする「サステナビ
リティ委員会」を設置しております。

委員会は、業務執行取締役全員及び執行役員全員ならびに経営企画部統括部長、経営管理部統括
部長、地域創生部統括部長をもって構成し、必要に応じて子会社の社長や子銀行の担当部署の部長
等を参集しております。気候変動や生物多様性などの環境問題や人権などの社会問題、人的資本を
はじめとしたサステナビリティにかかる課題等について、全社横断的な議論を行っており、2024年
度は６回開催しました。
＜2024年度のサステナビリティ委員会における主な議事内容＞
・ＴＮＦＤ提言に係る開示について
・気候変動関連リスクの状況について
・人的資本の開示について
・サステナビリティに関する情報開示について
・環境・社会に配慮した投融資方針に基づく投融資の状況について
・環境・社会に配慮した投融資方針の改定について
・サステナビリティ関連開示の他行比較と今後の対応について
・マテリアリティの再整理およびグループサステナビリティ方針の改定について
・2025年度サステナビリティ取り組みの件

≪サステナビリティにかかる所管部署≫
当社グループは、当社内に「サステナビリティ統括グループ」を設置し、サステナビリティ委員

会の事務局を担当するとともに、サステナビリティ戦略にかかる企画・立案及び管理を行い、全社
的なサステナビリティにかかる事項を委員会に提言します。 

好事例として着目したポイント
（１）サステナビリティに関する監督体制について、実施方法及び頻度について

簡潔に記載するとともに、執行側の体制の説明のうち、経営者の役割につ
いて明確にして記載。

（２）サステナビリティへの監査等委員の関与の状況、グループ内の連携・統制
などのその他のガバナンス要素についても簡潔に記載。

≪グループ内の連携・統制≫
中核事業会社である常陽銀行及び足利銀行に「サステナビリティ推進室」を設置し、

サステナビリティ委員会で議論された内容について、実効性を高める態勢としています。
また、両子銀行のほか、グループ内会社においては、それぞれの機能に応じた会議体に
より、当社のサステナビリティ委員会及びサステナビリティ統括グループと連携するこ
とでグループ会社全体の統制を図っています。

≪サステナビリティにかかる監査の状況≫
サステナビリティ委員会には、常勤の監査等委員が監査の立場から出席しており、議

論された内容は、取締役会における業務執行報告の前に監査等委員会において常勤の監
査等委員から非常勤の監査等委員に報告がなされ情報を共有しています。また、非常勤
の監査等委員は、監査等委員会における議論に加え、必要に応じて取締役会において意
見を述べています。

（１） （２）
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株式会社野村総合研究所（1/1）有価証券報告書（2025年3月期） P18
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

(1) サステナビリティ共通
① ガバナンス

（中略）
② 戦略

当社グループは、サステナビリティに関連するリスクと機会を踏まえたマテリアリティを特定し、
それらを事業や戦略へ反映しています。リスクと機会の概要、事業及び財務への影響、主な取組み
は以下のとおりです。

好事例として着目したポイント
▪ 認識したリスク及び機会ごとに事業及び財務への影響の内容、顕在時期、影

響度並びに主な取組（対応策）について、表形式で各項目のつながりが理解
しやすいように記載。

マテリア
リティ

事業及び財務への影響
主な取組み

内容
リス
ク

機会
顕在
時期

影響
度

活力ある
未来社会
の共創

社会課題が複雑化、深刻化する中で、
持続可能な未来社会づくりと当社グ
ループの成長が一体的に進み、事業及
び財務に影響。

－ ○
短～
長期

大

・顧客のビジネスモデル変
革
・社会・制度提言、情報発
信 など

最適社会
の共創

・顧客のビジネスプロセス
変革
・ビジネスプラットフォー
ムによる共同利用促進 な
ど

安全安心
社会の共
創

・持続可能な社会インフラ
実現

・ＩＴインフラ変革

・安定サービス運用

・防災・減災政策提言・復
興支援 など

人的資本
の拡充

人材獲得競争が激化する中、優秀なプ
ロフェッショナル人材を獲得できるか
否か、その人材を成長させる人材マネ
ジメントシステムが機能するか否かが
事業及び財務に影響。

○ ○
中～
長期

大

・成長ストーリーを実現す
るケイパビリティの増強
・ダイバーシティ＆インク
ルージョンの推進
・一人ひとりの成長機会の
拡大 など

知的資本
の創出・
蓄積

社会や事業環境の不確実性が高まる中
未来予測や社会提言の発信とともに、
事業活動を通じて得られたノウハウを
実践的な知的資産として活用し競争優
位性を発揮できるか否かが、事業及び
財務に影響。

○ ○
中～
長期

大

・ビジネスモデルの進化
(ＡＩを活用した生産革新
ソフトウエア資産の拡充
等)
・進化し続けるブランドの
形成(情報発信のコンテン
ツ充実等)
・事業展開を支える組織ケ
イパビリティの強化(品質
監理、生産革新等) など

地球環境
への貢献

Scope3を含む温室効果ガス排出量削減
に取り組まなければ、社会や顧客から
の信頼を得られず、事業及び財務に影
響。

○ －
中～
長期

中

・温室効果ガス排出量削
減・再生可能エネルギー
利用の促進(Scope1＋2)
・Scope3における温室効
果ガス排出量削減に向け
た対応 など

社会的責
任の遂行

社会的責任を遂行しなければ、顧客、
従業員、パートナー会社の信頼を失い
事業及び財務に影響。

○ －
短～
長期

中

・従業員のウェルビーイ
ング
・人権・労働慣行に関す
る取組み(ＡＩ倫理等含
む)
・パートナー会社との協
力関係強化、ステークホ
ルダーやコミュニティと
の関係形成 など

ガバナン
スの高度
化

適切なガバナンスが機能しなければ、
顧客や投資家の信頼を失い、事業及び
財務に影響。

○ －
短～
長期

大

・グループ全体でのガバ
ナンスと内部統制システ
ムの整備・運用
・統合リスク管理 (ＥＲ
Ｍ)
・品質監理、情報セキュ
リティ管理の強化
・情報開示促進と透明性
向上
・コンプライアンスの徹
底 など

(注) 影響度は影響額、発現の蓋然性等を加味して総合的に判定。
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ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社（1/5）有価証券報告書（2025年3月期） P21-22
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
▪ 気候変動関連のリスクと機会に関する取締役会による監督と執行側による評価及び管

理に区分して、執行側における経営者の役割についても記載。
▪ 取締役会による監督について、組織的な取組の概要と取締役会の責任について簡潔に

記載したうえで、取締役会が情報を入手する方法及び頻度について記載。
▪ 取締役会によるサステナ委員会への委任及び当該委員会に対する監督の方法を簡潔に

記載。

①ガバナンス

1) 依存・インパクト、リスク及び機会に関する取締役会の監督について
a 組織的な取り組みと取締役会の責任

 当社グループは、中期経営計画（2023〜2025年度）において、「Digital & Sustainable
Transformation」をキーコンセプトとする中長期の重点施策の１つとして「ESGの取り組み深化」
を設定し、気候変動・生物多様性を含むESG課題に関するガバナンスを強化しております。取締役
会は、気候関連課題を経営戦略における重要課題の１つと認識し、気候変動のリスク・機会は事業
成長のための成長投資（社会課題の解決に向けた「DX」「SXを柱とする事業ポートフォリオの変革
を含む）として考慮しております。気候変動を含むESG課題についての具体的な取り組み施策につ
いては、サステナ委員会において検討・審議された活動内容について経営会議を通じて取締役会が
報告を受けており、取り組みの目標設定及び進捗を議論・モニタリング・監督しております。取締
役会は、自然関連課題に関しても経営戦略における重要課題の１つと認識しております。今後、気
候関連課題と並び自然関連課題においても、サステナ委員会にて検討・審議された活動内容につい
て経営会議を通じ報告を受け、取り組みの目標設定及び進捗を議論・モニタリング・監督してまい
ります。
b 取締役会が報告を受けるプロセスと頻度

取締役会は毎年４月に、「TOPPANグループ環境ビジョン2050」達成に向けて設定された「TOPPAN
グループ2030年中長期環境目標」における「温室効果ガス排出量」「生物多様性の保全」「資源循
環型社会への貢献「水の最適利用」の前年度実績及び当該年度の単年度目標について報告を受け、
承認を行っております。また、気候関連課題についての重要なリスク・機会と取り組みの進捗につ
いての評価や状況についての報告を受けるとともに、気候関連の課題を考慮し、経営戦略の策定な
どについて総合的な意思決定を行っております。さらに、気候関連課題に関する新しい規制や制度
などが公表された場合は、半期ごとにサステナ委員会を通じて報告を受け、対応について議論・決
議を行っております。今後は、自然関連課題においても気候関連課題と同様の対応を行ってまい
ります。

2) 依存・インパクト、リスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割
取締役会は、サステナ委員会（委員長：代表取締役社長）に気候関連課題を担当させ、その活動

を監督しております。委員会はその下部に主管部門及びグループ会社事業部門が参画する地球環境
WGを設置し、この地球環境WGが気候関連課題の評価と対応策の取りまとめを行っております。

取締役会は、サステナ委員会より経営会議を通じて、気候関連課題の評価や状況、目標管理につ
いての報告を受けるとともに、気候関連の課題を考慮し、経営戦略の策定などについて総合的な意
思決定を行っております。
自然関連課題についても、取締役会は、サステナ委員会に担当させ、その活動を監督しておりま

す。委員会下部の地球環境WGにおいて、2023年10月よりTNFDの取り組みを主導しております。また、
将来的なサステナビリティ課題について意見交換を行う場として、エグゼクティブ・サステナビリ
ティ推進委員会を設置しております。気候関連課題、自然関連課題を含むESG課題について、外部
有識者と取締役が定期的に議論を行い、重要な課題についてはサステナ委員会と連携して検討して
おります。

※SBT認定を受けた温室効果ガス削減目標
当社は、当社グループのバリューチェーン全体での温室効果ガス排出削減目標について、国際的

なイニシアチブ「SBTi（Science Based Targets initiatives）」から「ネットゼロ目標」として
の認定を取得しております。

1-21
Index

リスク管理ガバナンス
戦略 指標及び目標



ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社（2/5）有価証券報告書（2025年3月期） P22-23
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
（１）環境相関図を図示し、自社の経営環境とリスク要素の関係を各項目のつな

がりが理解できるように記載。
（２）リスク及び機会について、表形式にて、物理リスク/移行リスクの別、時

間軸及び定義、戦略的意思決定に用いる計画期間との関係について各項目
のつながりが理解できるように記載。

（３）バリューチェーンに与える影響について、表に事業への影響として端的に
記載。併せて、気候関連課題に対する主な対応策を簡潔に記載。

（４）財務インパクトは、表中に３段階で記載し、脚注にて定量的に定義。
（５）シナリオ分析の経営戦略等への影響について、中期計画を連動させより具

体的な事業を想定した検討を行った旨を簡潔に記載。

②戦略
◇当社グループの環境相関図

当社グループの事業活動における自然資本との依存・インパクトについて、以下のとおり整理し
ております。

主力事業の１つであるコミュニケーションメディアやパッケージの製造において、紙への依存度
が高く、原材料となる森林資源（木材）への依存が高いと想定しております。また、情報コミュニ
ケーション、生活・産業、エレクトロニクスの各事業における地下水の使用が多く、依存・インパ
クトともに高いと想定しております。さらに、製造過程のみならず、使用後のプラスチック包装資
材、販促物等の河川・海洋等自然への流出による生物多様性へのインパクトも想定しております。
事業全般において、気候変動対策と企業の持続可能性との両立は重要な課題であり、GHG排出につ
いても重要なインパクトと考えております。

◇リスク・機会一覧
気候変動については、シナリオ分析において重要な気候変動の物理的リスクと移行リスクを認識

し、財務インパクトの評価及び対応策の検討を行っております。自然関連課題については、今後シ
ナリオ分析と、外部環境変化の把握や有識者との対話を踏まえたリスク・機会特定の実施を想定し
ております。

※移行リスク・機会：1.5℃および4℃シナリオにおいてIEA World Energy Outlook 2023のNZE、お
よびSTEPS（APS）により評価
※物理リスク・機会：1.5℃および4℃シナリオにおいてIPCCが採用するRCP（1.5℃: RCP1.9、
RCP2.6、4.0℃: RCP8.5、RCP7.0）により評価
※リスクおよび機会の時間軸については、短期1年以内、中期2～3年、長期4～30年以上として、
TOPPANグループの事業活動計画である年度計画、中期計画、長期ビジョンの時間軸との整合を図り
、気候関連課題・自然関連課題におけるリスクと機会について関係部門による検討を行っています
※財務インパクト：小10億円未満、中10億円～100億円、大100億円以上

※詳細は、当社ウェブサイト（https://www.holdings.toppan.com/ja/sustainability/environment/tcfdtnfd.html）を参照

1) 気候変動に関するシナリオ分析、ビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響
a 組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスク及び機会
ⅰ) 組織に重要な財務的影響を与えるリスク及び機会を特定するプロセス

シナリオ分析実施はサステナ委員会下部の地球環境WGが担当しております。本WGに関連部門及び
グループ会社が参画し、気候変動に関する重要なリスクと機会の洗い出し、財務面のインパクト評
価、その評価に基づいた対応策の検討を行っております。

シナリオ分析の検討は、各グループ会社の中期計画と連動させ、より具体的なビジネスを想定し
た財務インパクトの評価と対応策の検討を行っております。シナリオ分析は、日本国内拠点及び海
外拠点を対象に、研究開発から調達、生産、製品供給までのバリューチェーンに対して、1.5℃シ
ナリオ、４℃シナリオで、2050年までの長期想定で考察しております。

（１）

（２）（３）（４） ※次ページに拡大して紹介

（５）
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ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社（3/5）有価証券報告書（2025年3月期） P23
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント（再掲）
▪ リスク及び機会について、表形式にて、物理リスク/移行リスクの別、時間軸

及び定義、戦略的意思決定に用いる計画期間との関係について各項目のつな
がりが理解できるように記載。

▪ バリューチェーンに与える影響について、表に事業への影響として端的に記
載。併せて、気候関連課題に対する主な対応策を簡潔に記載。

▪ 財務インパクトは、表中に３段階で記載し、脚注にて定量的に定義。

※移行リスク・機会：1.5℃および4℃シナリオにおいてIEA World Energy Outlook 2023のNZE、お
よびSTEPS（APS）により評価
※物理リスク・機会：1.5℃および4℃シナリオにおいてIPCCが採用するRCP（1.5℃: RCP1.9、
RCP2.6、4.0℃: RCP8.5、RCP7.0）により評価
※リスクおよび機会の時間軸については、短期1年以内、中期2～3年、長期4～30年以上として、
TOPPANグループの事業活動計画である年度計画、中期計画、長期ビジョンの時間軸との整合を図り
、気候関連課題・自然関連課題におけるリスクと機会について関係部門による検討を行っています
※財務インパクト：小10億円未満、中10億円～100億円、大100億円以上

※詳細は、当社ウェブサイト（https://www.holdings.toppan.com/ja/sustainability/environment/tcfdtnfd.html）を参照
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ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社（4/5）有価証券報告書（2025年3月期） P23-25
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
（１）事業に与える影響として、 1.5℃シナリオではコスト増のリスクがある一

方で企業価値向上の機会があることを確認した旨、4℃シナリオではリス
クにつながる可能性を確認した旨を記載し、事業に与える影響及びレジリ
エンスについての評価結果を記載。

（２）自社の中期経営計画と関連させて、将来の投資計画について定量的に記載。
（３）移行リスク及び物理リスクへの適応計画については、別に項目建てを行い

図示しつつ簡潔に記載。

◇2050年カーボンニュートラルに向けた移行計画

b 気候関連のリスク及び機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響

ⅰ) 組織のビジネスと戦略に対する影響の検討
「TOPPANグループ環境ビジョン2050」が目指すネットゼロ社会実現へのさらなる貢献に向け、中

期経営計画において「DX」と「SX」を柱とした事業ポートフォリオ変革を進めております。「DX」
「SX」関連の成長領域でのM&Aなどの事業投資や導入期・成長事業設備投資に、2023年度から2025
年度まで約6,800億円を計画しております。

ⅱ) 複数の気候関連シナリオに基づく検討を踏まえた組織の戦略のレジリエンス
2024年度から実施しているシナリオ分析の実施にあたっては、「国際エネルギー機関（IEA：

International Energy Agency）World Energy Outlook 2024（以下「IEA WEO2024」という。）の
NZE（Net Zero Emissions by 2050）シナリオ」「IEA WEO2024のSTEPS（Stated Policies）」「気
候変動に関する政府間パネル（IPCC：Intergovernmental Panel on Climate Change）第６次評価
報告書における共有社会経済経路（SSP）シナリオと放射強制力を組み合わせたシナリオのSSP1-
1.9、SSP1-2.6及びSSP5-8.5」等の複数シナリオを利用し、定性的・定量的の両方で分析を行って
おります。対象期間は2030年から2050年としております。

◇シナリオタイプ

c 移行リスク及び物理リスクへの適応計画
シナリオ分析の結果、グループの移行リスクとして、世界全体におけるカーボンニュートラル実

現に向けたカーボンプライシング制度の規制拡大を背景に、運用コスト負担の増加などが認識され
ました。また、グループが認識する物理的リスクでは、生産事業所の洪水などの浸水被害による生
産停止や復旧費用の増加等が挙げられます。その対応として、再生可能エネルギーの段階的な導入
等によるScope１＋２及びScope３での温室効果ガス排出量削減、防災対策の強化などに取り組んで
まいります。Scope１＋２及びScope３の温室効果ガス排出量削減については、2050年カーボン
ニュートラルに向けた移行計画を策定しております。将来を見据えた長期的視野での低炭素投資や
対策の意思決定にICP（インターナルカーボンプライシング）制度を活用し、さらなる省エネ・再
エネ設備の導入を推進してまいります。

・Scope３

※Scope１＋２排出量算出において、2024年度実績値報告から、NMVOC燃焼分69千t-CO2eを含む。

※ICP（Internal Carbon Pricing）：低炭素投資・対策推進に向け企業内部で独自に設定、使用す
る炭素価格のこと。CO2排出量１トン当たり費用を自社の基準で仮想的に費用換算し、気候変動リ
スクを定量化。投資判断の基準の１つとすることで、脱炭素社会に向け、低炭素設備・省エネ投資
を加速させることが可能。

・Scope１＋２

◇ICP制度概要

当 社 グ ル ー プ の 機 会 と し て 、 こ の よ う な 変 化 に 対 し 、 「 Digital & Sustainable
Transformation」をキーコンセプトとした事業ポートフォリオ変革と連動させ、事業機会の創出・
拡大を図ります。具体的には、サプライチェーンの温室効果ガス排出量削減に貢献するDX支援サー
ビスの開発、リサイクル適性の向上や食品ロスの削減ができるサステナブルパッケージの充実化を
図ってまいります。

当社グループは今後も、継続的にシナリオ分析を実施することでその精度を高め、経営戦略への
統合をさらに推し進め、不確実な将来に向けたレジリエンスを高めてまいります。

ⅱ) 財務影響の大きい気候関連課題
1.5℃シナリオでは、炭素税導入や購入エネルギー価格上昇に伴うコスト増のリスクがある一方、

消費者選好の変化による低炭素排出製品・サービスの売上増や企業価値向上の機会があることを再
確認しております。

４℃シナリオでは、気温上昇による風水害の増加が、当社グループの事業を支える主要工場の操
業停止などのリスクに繋がる可能性を確認しておりますが、長期想定の代替生産計画の継続検討、
浸水防止技術の定期的な情報収集・施策化などの対応策を進めております。

（３）（１）

（２）
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ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社（5/5）有価証券報告書（2025年3月期） P25-27
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
（１）気候関連リスクを識別・評価するプロセス及び管理するプロセスに分けて

簡潔に記載。
（２）総合的リスク管理における位置づけを詳細に説明し、サステナビリティに

関連するリスク管理がグループ全体のリスク管理に含まれている旨を記載。

③リスク管理
1) 組織が気候・自然関連リスクを識別・評価するプロセス
気候関連リスクの識別・評価は、地球環境WGが担当しております。当社グループの事業活動及び

提供する製品、サービスに対する現行規制、新規規制、技術、法制、市場、評判、急激または緩慢
な物理変化といったリスクタイプから識別しております。それらの識別されたリスクタイプから想
定されるリスクと機会を、研究開発から調達・生産・製品供給までの上流・下流を含むバリュー
チェーン全体において抽出し、短期（１年以内）・中期（２～３年）・長期（４～30年以上）の時
間軸で評価しております。

また、自然関連の依存・インパクト、リスク・機会の識別・評価についても地球環境WGが担当し、
今後、気候関連リスクと同様に識別・評価、さらに財務インパクトや対策の精査を進めてまいりま
す。

2) 組織が気候・自然関連リスクを管理するプロセス
影響評価を踏まえた気候関連リスクの対応計画の策定・推進は、地球環境WGが担当しております。

影響評価にあたっては、財務的な観点から重要性を判断しております。評価及び対応計画はそれぞ
れ、サステナ委員会に報告・検討された上で、取締役会が報告を受け、気候変動リスクの管理及び
管理プロセスの監督を行っております。
自然関連の依存・インパクト、リスク・機会についても、今後、地球環境WGにおいて同様に進め

てまいります。

3) 総合的リスク管理における気候・自然関連リスクを識別・評価・管理するプロセスの位置づけ
当社グループの気候変動を含むサステナビリティ課題についてのリスク管理は、取締役会の管理

のもと、サステナ委員会、リスク管理委員会、リスク管理推進委員会が密接に連携して推進する総
合的なリスク管理に組み込まれております。

当社グループは、グループが関連する主要なリスク項目を示した「事業等のリスク」（旧「重大
リスク」）について、外部環境の変化や新たに高まったリスクについて中長期視点での顕在化の可
能性、発生頻度やインパクトの強弱等を踏まえて、毎年見直し、選定しております。選定において
は、気候変動、自然資本に係る環境課題への対応を含むサステナビリティ経営推進の観点からも十
分に検討されております。選定プロセスについては、リスク管理統括部門となるGRC本部が各リス
ク管理責任部門と協議の上見直しを行い、取締役に報告され、承認を得ております。
当社グループのリスク管理（評価、対応計画の策定及び進捗管理）については、第一線と第二線

が連携する体制のもと行われておりますが、環境関連リスクの管理についてはサステナ委員会及び
下部の地球環境WGがその役割を担い、その対応状況はリスク管理推進委員会にも報告いたします。

リスク管理推進委員会は、サステナビリティリスクを含むグループ全体で取り組むべきリスクに
関する課題を明確にした上で、内在するリスクや対策を討議・モニタリングいたします。取締役会
メンバー全員で構成されるリスク管理委員会は、リスク管理推進委員会に対するけん制機能を有す
るほか、独立した位置づけとして取締役会と連携を取り、取締役会は総合的な意思決定を行ってお
ります。

自然関連リスクについても、気候関連リスクと同様のリスク管理プロセスを構築してまいります。

④指標と目標
1) 戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連のリスク及び機会を評価する際に用いる指標
気候関連リスクにおいては、「Scope１＋２及びScope３排出量」「使用電力における再生可能電

力の比率」を指標に設定しております。気候関連機会においては、気候変動を含む社会課題への事
業貢献の指標として、中期経営計画における「成長事業（DX／SX領域を含む）の営業利益構成比
率」「TOPPAN Business Action for SDGs」における「温室効果ガス削減に貢献するサービス数」
を設定しております。

取締役の業績連動型の賞与については、財務指標に加えて温室効果ガス排出量削減目標も評価指
標に組み入れられており、気候関連の考慮事項への経営者の役割を明確にしております。

2) 組織が気候関連リスク及び機会を管理する目標、目標に対する実績
「TOPPANグループ環境ビジョン2050」を2023年に拡充し、新たなテーマとして「Scope３での温

室効果ガス排出実質ゼロ」を掲げ、環境課題への取り組みをサプライチェーン全体や地域社会との
協働で進めていくことを宣言いたしました。また、本ビジョンの更新とともに、SDGs目標年に合わ
せ設定している「TOPPANグループ2030年度中長期環境目標」について、Scope１＋２、Scope３それ
ぞれの温室効果ガス排出削減目標を世界共通目標となる「1.5℃水準」に見直し、2050年に向けた
ネットゼロ目標、2030年に向けた「1.5℃水準」目標でSBT認定を取得いたしました。

◇TOPPANグループの気候関連課題における指標・目標及び2024年度実績

（以下略）
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株式会社トクヤマ（1/4）有価証券報告書（2025年3月期） P29-31
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

①ガバナンス
a）取締役会の監督

気候変動に係る事項（気候変動に取り組む会社方針や、それらに対応するための中長期戦略の策
定や投資案件の選定等）は随時経営会議での審議を経て決議され、取締役会にも報告され監督を受
けていますが、中でも特に重要性が高い案件は、経営会議での審議を経て取締役会において決議さ
れます。

b）経営陣の役割
2024年度は、CSR推進会議およびその傘下の「サステナビリティ委員会」（開催頻度：原則2回/

年）、「環境対策委員会」（開催頻度：原則1回/年）において、気候変動に係る取り組みを行いま
した。それぞれの会議・委員会において、当社グループの事業に影響を及ぼす気候変動のリスクと
機会を分析し、対応を行っています。

好事例として着目したポイント
（１）監督責任機関の名称、役割、実施方法を簡潔に記載。経営者の役割につい

ては項目を分けて記載。
（２）次年度のガバナンス体制の変更点について、図示しつつ簡潔に記載。
（３）次頁参照

②戦略
中期経営計画2025には、インターナルカーボンプライシングの導入による炭素コストの見える化

の影響、顧客の調達方針の変更による影響、金融・投資会社の方針変更による資金調達への影響と
いった「リスク」と、環境領域での新たな「事業機会」を織り込んでいます。また、IEA（国際エ
ネルギー機関）作成のNZE等の移行リスクシナリオ、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の
RCP8.5やSSP-7.0等の物理リスクシナリオを参照し、現時点から2050年までの時間軸で、1.5℃シナ
リオと4℃シナリオの分析を実施しました。エネルギー多消費型から価値創造型企業への事業ポー
トフォリオ転換によって、気候変動のリスクを低減しつつ、有望な事業機会の収益化を目指します。

a）短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会 および c）組織戦略のレジリエンス
2021年度より気候変動による当社グループのリスクと機会の分析を行っています。2022年度は、

それらリスクや機会が当社に及ぼす財務への影響度、発生時期、事業への影響度、優先順位を評価
しました。その結果を基に2023年度から具体的な対策の検討を進め、実施しています。
リスク分析とそれに基づく具体的な対策を定期的に見直すことにより、組織戦略のレジリエンス

を高めています。

シ
ナ
リ
オ

リス
ク区
分

リスク
の評価
対象

当社グループへの影響
（財務）（特定されたリ

スク）

財務
への
影響
度

リス
ク発
生時
期

事業
への
影響
度

優先
順位

対応策

1.5
℃

政策
法規
制

カーボ
ンプラ
イシン
グとエ
ネル
ギー調
達コス
ト

・カーボンプライシング
強化に伴う操業コストの
増加

大
中期
～長
期

大 高
・燃料転換（バイオマス、アン
モニア）によるGHG排出量削減
の取り組み
・インターナルカーボンプライ
シング導入によるGHG排出量削
減施策の促進
・GXリーグへの参画によるGX実
現に資する取り組みの強化

・GHG排出規制強化による
対策コストの増加

大
中期
～長
期

大 高

技術
グリー
ン化対
応

・グリーン化にともなう
生産・調達コストの増加

大 中期 大 高
・周南コンビナートにおけるア
ンモニアサプライチェーンの構
築検討
・サプライヤーとの関係構築に
よる認証バイオマス燃料の安定
調達
・ブラックペレットの開発
・製品カーボンフットプリント
（CFP）の算定
・グリーン製品の価値訴求

・技術・市場が成熟して
いないことによるグリー
ン材料調達・グリーンプ
ロセス切り替えコストの
増加

大
中期
～長
期

大 高

評判

ステー
クホル
ダーか
らの評
価

・取り組み劣後との評価
による市場価値の下落、
資金調達コストの増加
・石炭火力発電設備停
止・廃止を求める住民訴
訟リスク
・バイオマス燃料のサス
テナビリティリスク

大
中期
～長
期

大 高

・開示情報の充実とGHG排出量
削減の着実な取り組み
・地域社会との対話
・事業ポートフォリオの転換
・認証バイオマス燃料の調達

［気候変動によるリスク（シナリオ分析）］

（３）
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2025年度からは、CSR推進会議・サステナビリティ委員会に代わり、報告が議題の中心であるサ
ステナビリティ会議を年1回実施するとともに、都度挙げられた案件について、月2回開催される経
営会議の中で「サステナビリティの部」としてサステナビリティ会議を開催し、全体統括とリス
ク・機会の検討を行う体制としました。投資等の施策の実施については、従来通り経営会議にて審
議および検討を行っております。

（１）

（２）



株式会社トクヤマ（2/4）有価証券報告書（2025年3月期） P31-33
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
（３）表形式でリスク及び機会について、時間軸及び定義、財務への影響度（定

性的に3段階）、優先順位、対応策を各項目のつながりが理解できるよう
に記載。

（４）シナリオ分析について、参照した基準、時間軸について簡潔に記載。

［気候変動による事業機会の検討］
シ
ナ
リ
オ

リスク
区分

リスクの
評価対象

当社グループへの影響（財
務）（特定されたリスク）

財務
への
影響
度

リス
ク発
生時
期

事業
への
影響
度

優先
順位

対応策

4℃

物理リ
スク
(急性)

異常気象
の激甚化
／海面の
上昇

・風水害による生産設備へ
の浸水被害、サプライ
チェーンの寸断などによる
生産計画の遅延やコスト増
加

中 長期 中 中 ・BCP対応を拡充

物理リ
スク
(慢性)

長期的な
異常気象
の激甚化
／海面の
上昇

・平均気温上昇によるプラ
ントの冷却能力不足による
生産能力減少
・海面上昇に伴う高潮の発
生による稼働停止

小 長期 小 低
・設備改造等による能力維
持

短期：～2025年度 中期：～2030年度 長期：～2050年度

［気候変動による機会（シナリオ分析）］

短期：～2025年度 中期：～2030年度 長期：～2050年度

短期：～2025年度 中期：～2030年度 長期：～2050年度

シ
ナ
リ
オ

機会
区分

機会の評価対
象

当社グループへの影響 影響度
時間的
範囲

優先
順位

対応策

1.5
℃

市場

環境産業の需
要拡大

廃棄物処理・資源有効利用
産業の拡大、地球温暖化対
策産業の拡大

大
中期～
長期

高
・再生可能資源・エネル
ギーの事業化

地域・コンビ
ナートのカー
ボンニュート
ラル化

エネルギー・マテリアルの
大規模グリーンサプライ
チェーン化推進による拠点
競争力の強化

大
中期～
長期

高

・周南コンビナート脱炭素
推進協議会を通じたグリー
ンサプライチェーンの構築、
技術開発の積極参画と推進

資源
効率

CCU関連製
品・サービス
の要請

カーボンリサイクルシステ
ムの確立による新たな事業
分野への進出

大 中期 高
・研究開発、実証実験を加
速し、実ビジネスへの実装
を加速

b）事業、戦略、財務計画に及ぼす影響

気候変動による機会の分析から、環境領域での新たな「事業機会」の検討についても、より内容を具体
化すると共に、時間的範囲、財務への影響度、優先順位を評価しました。

シ
ナ
リ
オ

顕在化する事象 事業機会 製品・技術
時間的
範囲

財務影
響度

優先
順位

1.5
℃

低炭素水素の普
及

・水電解設備への需要急増
・水素需要・流通の拡大

水電解装置
食塩電解装置の拡販
水素キャリア（水素化マグネシ
ウム）

中期～
長期

中 高

モビリティの電
動化の拡大

・リチウム電池の需要拡大
・放熱材料の需要拡大

イオン交換膜
放熱材料

短期～
中期

中 高

急速なデジタル
化

・半導体需要の拡大

多結晶シリコン
フォトレジスト用現像液
CMP用乾式シリカ
電子工業用高純度IPA
放熱材料など

短期 大 高

循環型社会の形
成

・廃材、廃棄物の再資源化
の需要増

廃石膏ボードリサイクル技術
イオン交換膜
バイオマス燃焼灰の有効活用
（CCUS）
カーボンネガティブコンクリー
トの開発

短期 小 中

・太陽光パネル
大量廃棄への対応

太陽電池モジュール
リサイクル技術

中期 小～中 中

シ
ナ
リ
オ

リスク
区分

リスクの
評価対象

当社グループへの影響（財
務）（特定されたリスク）

財務
への
影響
度

リス
ク発
生時
期

事業
への
影響
度

優先
順位

対応策

1.5
℃

市場

顧客によ
るグリー
ン調達の
浸透

・GHG多排出製品と評価さ
れることによる市場からの
排除
・グリーン化コストの価格
転嫁が適正にできないこと
による収益悪化

大
中期
～長
期

大 高

・省エネ・燃料転換等によ
る着実なGHG排出量削減
・マスバランス認証取得の
検討
・グリーン市場形成のため
のサプライチェーン連携強
化
・CFP評価システム構築

グリーン
市場の拡
大に追随
できない
ことによ
る機会損
失

・グリーンサプライチェー
ン構築の遅れによる機会損
失
・サーキュラーエコノミー、
カーボンリサイクル分野へ
の進出の遅れによる機会損
失

大
中期
～長
期

大 高 ・施策の遅滞ない推進

（４）
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株式会社トクヤマ（3/4）有価証券報告書（2025年3月期） P33-34
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
（１）リスクの特定と評価プロセスについては、有価証券報告書の他の個所を参

照することで、繰り返しを避けて記載。
（２）気候関連リスクの特定プロセスについて、投資判断は全社リスクへ統合さ

れている旨を記載。

③リスク管理
a）リスクの特定と評価プロセス

当該項目の説明につきましては、前述の「（1）サステナビリティに関する考え方 ③ リスク
管理」をご参照ください。

b）リスクマネジメントのプロセス
リスク・コンプライアンス委員会では「脱炭素社会への対応リスク」を最も大きなリスクと位置

づけ、複数の専門委員会による対応を決定しました。環境に関する法規制とGHGなどの排出量の把
握は環境対策委員会、製造拠点における高潮などの物理リスクは保安対策委員会、気候変動に対す
るイニシアチブや外部開示に関するソフトロー対応はサステナビリティ委員会が受け持ち、連携し
て対応を進める体制としました。

サステナビリティ委員会では、積極的にサステナビリティ課題に向き合い、取り組み事項につい
ての開示を行いました。気候変動に係る情報開示では、TCFDレポートの開示内容の拡充と当社グ
ループ全体でのScope 3の目標設定に取り組みました。

気候変動に関連する個別の活動としては、例えば当社グループにおける最大のGHG排出源である
徳山製造所では、製造所長を委員長とするエネルギー管理委員会を定期的に開催し、原単位改善を
含む省エネルギー活動の計画を協議し進捗を確認しています。さらに、経営に関連する重要案件に
ついては、必要に応じ経営会議や取締役会に報告されます。

2025年度以降はリスク・コンプライアンス委員会とサステナビリティ委員会の改組に伴い、当該
リスク対応を全社横断的に行うため、サステナビリティ会議と環境対策委員会が取り組みを管掌す
る体制としています。

c）全社リスクへの統合（重要リスクの特定プロセス）
当社グループの中期経営計画2025では、社会の潮流が脱炭素へと加速する中、これまで強みとし

てきたエネルギー多消費型事業を中心とした事業構造からの脱却が不可欠であると判断しました。
当社は徳山製造所のインテグレートされた高効率な生産プロセスが競争力の源泉であり、石炭火

力発電所に依存したエネルギー多消費型事業が収益を牽引してまいりました。しかし産業構造の変
化が加速し、循環型社会実現に向けての環境意識の向上や規制強化が進むことが想定され、これま
での延長線上にない事業の構築・成長によって収益力・競争力を確保していくことが必須であると
考えています。

そのため、中期経営計画2025では、私たちの存在意義を「化学を礎に、環境と調和した幸せな未
来を顧客と共に創造する」と定義し、重点課題の一つとして「地球温暖化防止への貢献」を挙げ、
全社的な取り組みを進めています。

サステナビリティ上の機会とリスクについては、前述のとおりサステナビリティ会議を頂点とす
る体制で取り組みますが、投資判断など経営に関連する重要な意思決定を伴うものについては、必
要に応じ経営会議や取締役会において議論・承認されます。

GHG排出量（Scope 1、2） 中長期削減目標

当社グループは、サプライチェーン全体のカーボンニュートラルに挑戦するため、新たにScope
3についても、排出量削減目標を設定しています。

当社グループのScope 3は、カテゴリー1、3、4が全体の90%以上を占めるので、この三つのカテ
ゴリーの総量に対し、2030年度までに10%削減（2022年度比）を目指します。目標達成に向けて、
サプライチェーンエンゲージメント活動の強化を図ります。

④ 指標と目標
当社グループは、短期を2025年度（中期経営計画2025の設定年度）、中期を2030年度、長期を

2050年度ととらえ、指標と目標を定めて管理しています。
a）気候関連の指標

当社グループはこれまで、GHG排出量および原単位、エネルギー消費原単位を管理してきました
が、中期経営計画2025ではGHG排出量（Scope 1、2）を単体および連結生産子会社において測定・
管理指標に定め、下図のとおり2030年度には2019年度比で30%の削減、2050年度にはカーボン
ニュートラルを達成することを目標に定めました。

また、全執行役員の役員報酬算定時に、当社が定めたマテリアリティのうち関連するものを指標
として組み込み、貢献度による評価を行っています。これにより、具体的な役割や責任などを一定
の要素として勘案しています。
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株式会社トクヤマ（4/4）有価証券報告書（2025年3月期） P37-39
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
（１）内部炭素価格について、投資案件の評価基準に導入したこと及びその価格

について簡潔に記載。
（２）GHG排出量の推移について、過去実績を時系列で記載。
（３）GHG排出量の中長期削減目標について、図を利用して視覚的に記載。

b）Scope 1、2、3のGHG排出量

・インターナルカーボンプライシング（ICP）の導入に関する指標（取り組み）
当社は、GHG排出量削減策を促進するため、2019年度に投資案件の評価基準にICPを導入しました。

当初は欧州連合域内排出量取引制度（EU-ETS）取引価格を参考にして、3,700円/t-CO2に設定して
いましたが、GHG排出量削減の更なる取組強化のため、2022年度より10,000円/t-CO2に引き上げま
した。これにより短中期的に脱炭素に向けた活動を推進していきます。

右表は GHG排出量
（GXリーグ）の推
移を示したもので
す 。 2024 年 度 の
Scope 1とScope 2
の合計は、基準年
度（2019～2021年
度の平均）比で17%
削減しました。

c）目標およびその目標に対するパフォーマンス
当社グループは、燃料起源GHG排出量削減を目指すとともに、原料起源GHG排出量の削減や革新的

技術開発等によりカーボンニュートラルを目指しています。下図は、2030年度、2050年度に向けた
削減の内訳と多方面に渡るアプローチを表しています。

GHG排出量削減を着実に進めることが企業としての責任である一方で、製品が世の中で使われる
ことによるGHG排出量削減も重要な役割であると認識しています。今後、更なる革新的技術開発を
行っていくことで、世界のカーボンニュートラル達成に貢献していきます。

下表は、カテゴリー別の内訳を示したもの
です。
GHG排出量（Scope 3）は、基準年度2022年
度比で6%削減しました。

GHG排出量（Scope 1、2）の中長期削減目標

GHG排出量 Scope 3 カテゴリー別排出量GHG排出量（Scope 1、2、3）の推移

下表は、GHG排出量（Scope 1、2、3）の推
移を表したものです。2024年度は、バイオ
マス混焼や積極的な省エネ活動により、GHG
排出量（Scope 1、2）は基準年度2019年度
比で19%削減しました。

GHG排出量（GXリーグ）の推移

（１）

（２）
（３）

注釈（略）
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株式会社ＩＮＰＥＸ（1/3）有価証券報告書（2024年12月期） P22-23,25
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

①ガバナンス
（a）組織体制
当社のサステナビリティ推進のためのガバナンス体制図は以下のとおりです。

好事例として着目したポイント
（１）体制について全体像を図示の上で、監督機関と執行体制に分け、当該体制

における経営者の役割についても記載。
（２）取締役のスキルマトリックスを有価証券報告書の他の個所を参照すること

で繰り返しを避けて記載。
（３）役員報酬に温室効果ガス排出原単位などを採用していること、その割合を

簡潔に記載。
（４）気候⇒全般の記載事項を参照することで、繰り返しを避けて記載。

ハ）サステナビリティ推進委員会
当社グループの社会的責任を果たし、社会の持続可能な発展に貢献する取組みを推進することを

目的としてサステナビリティ推進委員会を設置しています。本委員会は代表取締役社長を委員長と
し、代表取締役、総務本部長、経営企画本部長、コンプライアンス委員会委員長、コーポレート
HSE委員会委員長から構成され、サステナビリティに関する基本方針、同推進に関する重要事項等
を審議しています。また、サステナビリティ推進委員会の下部組織として、各本部の実務者レベル
で構成するサステナビリティ推進ワーキンググループ並びに気候変動対応推進ワーキンググループ
を設置し、全社横断的な協議推進体制を整備しています。

 （b）2024年度の取締役会及び経営会議、サステナビリティ推進委員会での決議・審議・報告事項
サステナビリティ推進委員会では整合性の取れた全社的なサステナビリティ経営を継続的かつ計

画的に推進するため次に掲げる事項等を議論しています。サステナビリティ推進委員会で議論され
た内容は、経営会議・取締役会でも決議・報告されています。なお2024年にサステナビリティ推進
委員会は２回開催され、全15回開催された取締役会中13回でサステナビリティに関する議論が行わ
れました。
・サステナビリティ経営の取組み方針の策定
・「気候変動対応の基本方針」に基づく「INPEXの取組み」及び「今後の検討課題」の決定
・気候変動関連リスク及び機会の評価
・当社のマテリアリティ（重要課題）の見直し
・人権マネジメント強化のための調査報告
・社会貢献活動計画

 （c）報酬
当社の代表取締役をはじめ全ての取締役（社外取締役を除く）の報酬においては、2022年に報酬

制度を改定し、株式報酬のKPIとして温室効果ガス排出原単位、賞与のKPIとして安全指標（重大な
事故ゼロ※１）を採用しています。2025年２月に公表した「INPEX Vision 2035」においても、引
き続き管理指標となっています。（監督機能における取締役会）

サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督機関として、当社の取締役会はサステナビリティ
分野のスキルを有しています。詳細は「第４ 提出会社の状況 ４コーポレート・ガバナンスの状
況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③コーポレート・ガバナンス体制 a)取締役及び取
締役会 i)取締役及び取締役会の活動状況 取締役及び監査役のスキルマトリックス」に記載して
います。また、取締役会メンバーの知見向上の取組みとして、社外有識者による講演・意見交換会
を実施し、サステナビリティに関連する世間動向や課題に対する知見を深めています。

（業務執行体制）
イ）経営会議

サステナビリティを含む業務執行の決定に関しては、意思決定の迅速化の観点から、経営会議を
設置し、取締役会の決議事項に属さない事項についての機動的な意思決定を行うとともに、取締役
会の意思決定に資するための議論を行っています。経営会議は毎週ないし適宜開催されます。当社
の経営会議は、常勤の取締役、本部長である執行役員及び議長が必要と判断し経営会議の決議に
よって選任された執行役員をもって構成されています。経営会議の議長は代表取締役社長が務める
こととしています。

 ロ）代表取締役社長並びに各部門及び子会社
代表取締役社長は、責任者として、当社を代表し当社のサステナビリティを含む業務を執行しま

す。また、本部長または担当役員である執行役員は、委嘱された特定の部門及び子会社に係る業務
を執行します。 委嘱された特定の部門及び子会社に係る各業務執行者は、サステナビリティ関連
事項についての各種施策・取組みの進捗を管理し、経営会議に報告しています。

※１ オペレータープロジェクトにおける、死亡事故、重篤負傷、重大漏えい

（２）気候変動対応
①ガバナンス
ガバナンスの体制については、「(1)サステナビリティ全般 ①ガバナンス」に記載しています。

項目 評価ウェイトに占める割合

株式報酬のKPI 温室効果ガス排出原単位 10%

賞与のKPI 安全指標(重大な事故ゼロ) 10%

（１）

※１ INPEX Value Assurance System（IVAS）審査会：プロジェクトの価値向上及び推進に関する
当社の意思決定に資することを目的とした審査会

（２）

（３）

（４）
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株式会社ＩＮＰＥＸ（2/3）有価証券報告書（2024年12月期） P25-27
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

②戦略
当社は、2015年12月に「気候変動対応の基本方針」を発行し、その後、パリ協定目標達成に向け

た各国の取組みを支持するため、2021年１月に2050年自社排出量ネットゼロ（Scope1＋2）目標を
定めました。以降、外部環境の変化や長期戦略及び中期経営計画の更新に合わせて、方針及び2050
年自社排出ネットゼロを目指すための目標を見直しており、2025年２月には「INPEX Vision
2035」の発表にあわせて基本方針を改定しました。今後も我が国及び世界のエネルギー需要に応え
つつ、2050年ネットゼロの実現に向けたエネルギー構造の変革に取り組んでいきます。
（中略）

（a）気候変動関連のリスク及び機会
当社では、毎年気候変動関連リスク及び機会の評価を行っています。なお、2024年度より中期経

営計画の期間に合わせた時間軸を設定の上、実施しました。

2024年末における気候変動関連リスクの評価対象、発生時期見込及び対策の状況
（短期：１年未満、中期：１～３年未満、長期：３年以上）

移行リスク

リスク
区分

リスクの評価対象
リスク発生
時期見込

対策状況

政策・
法規制

プロジェクト所在
国・地域が気候変
動対策を強化し、
カーボンプライシ
ング制度やメタン
排出管理規制及び
環 境 法 令 等 の 導
入・強化により、
Scope1,2排出量に
対する直接的コス
トが発生するリス
ク

短
期

中
期

•プロジェクトの温室効果ガス排出量削減に向けた取組
みの推進
•プロジェクト所在国・地域の政策や動向のモニタリン
グ
•財務的評価、経済性評価の実施

•プロジェクト操業におけるクリーンエネルギーの導入

•2030年までに通常操業時ゼロフレア
•メタン排出原単位0.1%を維持するための管理
•OGMP2.0に加盟やノンオペレータープロジェクトも含め
たMRV（Measurement, Reporting and Verification）を
強化
•カーボンクレジット戦略の策定・実行

•関連するステークホルダーとのエンゲージメント

（中略）

2024年末における気候変動関連機会の評価対象、発生時期見込及び戦略と進捗状況
（短期：１年未満、中期：１～３年未満、長期：３年以上）

物理的リスク

リスク
区分

リスクの評価対象
リスク発生
時期見込

対策状況

急性
極端な気象現象が操
業に悪影響を及ぼす
リスク

短期

•定期的に急性物理的リスク評価を実施

•防災対策を盛り込んだ設計、設備の修繕、改装

•マニュアル策定、訓練、外部情報活用

慢性

長期的な平均気温上
昇、降雨パターンの
変化、海面上昇が操
業施設に悪影響を及
ぼすリスク

中期 長期

•定期的に慢性物理的リスク評価を実施

•防災対策を盛り込んだ設計、設備の修繕、改装

•マニュアル策定、訓練、外部情報活用

•沿海部の施設における対海面上昇対策の実施

機会
区分

機会の
評価対象

機会発生
時期見込

進捗状況

資源の
効率に
関する
機会

生産プロ
セスでの
エネル

ギー効率
改善

短期
•豪州イクシスLNGプロジェクトにおける生産時の燃料ガス・フレア削
減イニシアチブ、ガス漏洩検知・修理（LDAR）プログラム等を通じた
低炭素化操業を推進

エネル
ギー源
に関す
る機会

再生可能
エネル

ギー電源
の生産プ
ロセスで
の活用

短期 中期
•イクシスLNGプロジェクトにおけるバッテリーエネルギー貯蔵システ
ム（BESS）及び小規模太陽光発電設備の導入検討

短期 中期
•イクシスLNGプロジェクトにおけるオンサイトコンバインドサイクル
発電プラントから再生可能エネルギー由来系統電力への切り替えに係
る検討推進

長期
•ウィスティング油田開発計画で陸上水力発電による給電の可能性を追
求

製品及
びサー
ビスに
関する
機会

天然ガス
/LNG事業

中期

•イクシスLNGプロジェクトでのCCS導入、生産能力引上げ、拡張も視野
に入れた検討及び、生産時のフレアと燃料ガスを最小化する施策を導
入し低炭素化操業を推進

•インドネシア・アバディLNGプロジェクトでのCCSの導入を含め事業推
進

•CCS導入が想定される天然ガス開発事業への参入機会の追求

CCS事業

中期
•既存の豪州Darwin LNG及び東チモール共和国海域Bayu Undanガスコン
デンセート田の施設及びパイプラインを活用したCCS事業の検討

長期

•独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による令和６年度「先進
的CCS事業に係る設計作業等」の委託事業において、当社が関与する
「首都圏CCS事業」と「日本海側東北地方CCS事業」が採択され各種検
討を実施中

•豪州ボナパルト海域CCS鉱区での新規３D震探収録実施、及びその処理
作業進行中、評価井掘削作業を実施、また株式会社JERAと、日本国内
で排出されるCO2を分離・回収し豪州へ輸送・貯留するバリューチェー
ン構築に向けた共同検討を開始

•インドネシア・アバディLNGプロジェクトで将来的なCCS事業（第３者
由来のCO2受け入れ）の可能性を検討

•効率的な海上CO2輸送技術にかかる研究開発推進

（１）

（２）

好事例として着目したポイント
（１）移行リスク、物理リスク及び機会に分けて、発生見込時期、対策状況を表

形式で各項目のつながりが理解できるように記載。
（２）時間軸は中計経営計画の期間に合わせた旨及び具体的な範囲を短期中期長

期の3区分に分けて定義とともに簡潔に記載。

（以下略）
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好事例として着目したポイント
▪ 移行リスクの財務的評価について、利用したシナリオ及び評価の観点を記載。
▪ 物理的リスクのアセット評価について、リスク評価方針の概要を説明したう

えで、実施したリスク評価の見直しの結果及び当該結果をその後の投資計画
に反映させていることについて記載。

（b）移行リスクの財務的評価
当社は国際エネルギー機関（以下「IEA」という。）によるWorld Energy Outlookレポート（以

下「WEO」という。）内のシナリオを活用し、以下２つの手法で気候変動リスクの財務的評価に取
り組んでいます。一つ目は、インターナルカーボンプライスを用いた当社の各プロジェクトの経済
性評価です。世界では既に150以上の国・地域が2050年ネットゼロ宣言を行っており、今後更なる
気候変動関連政策強化に伴い、各国においてカーボンプライス導入の法規制が進むと推測されるこ
とから、ベースケースからインターナルカーボンプライスを考慮した上で経済性を評価しています。
ベースケースからの適用をルール化したことで、社内では温室効果ガスにかかるコストが事業投資
における重要な要素として認識されるようになりました。また、ステークホルダーに対しては、当
社が移行リスクを考慮した上で経営判断を行っていることを示すことができています。当社では
WEOのカーボンプライスを参考にインターナルカーボンプライスを毎年更新しています。2023年か
らは、WEOのカーボンプライス見通しを反映の上、所在国にカーボンプライス制度が存在する場合
は、外部専門家の価格予想等を用いた当該国における当社の見積価格を参照しています。カーボン
プライス制度が存在しない場合は、2023年版の公表政策シナリオ（IEA-STEPS）のEU価格（2030年
US$120/tCO2e、2040年US$129/tCO2e、2050年US$135/tCO2e）に連動した変動価格を参照しました。
しかしながら、2024年公表のIEA-STEPSのEU価格は、2030年時点でネットゼロ宣言をしている先進
国の発表誓約シナリオ（IEA-APS）価格よりも高い水準となっており、カーボンプライス制度が未
整備の国でIEA-STEPSのEU価格をベースケースとして用いる妥当性が低下しています。また、現在
議論されている本邦のGX-ETS制度設計概要を踏まえると、WEOで見通しが記載されている中では、
排出枠の無償割当等、現行の韓国ETS制度に近いコンセプトとなっていると考え、2025年以降は、
カーボンプライス制度が存在しない場合は、IEA-STEPSの韓国価格の予測価格を採用しています。
二つ目は、当社の事業ポートフォリオのレジリエンス評価です。これは、IEA-STEPS、IEA-APS及

び2050年ネットゼロ排出シナリオ（IEA-NZE）の油価とカーボンプライスの推移が、当社ポート
フォリオに与える影響を評価するものです。これら３つのシナリオが提示している油価及びカーボ
ンプライスをプロジェクトのNPV計算に適用し、ベースケースのNPVからの変化率を算出することで、
当社ポートフォリオが受ける影響を評価しています。引き続き、事業環境の変化を織り込みながら、
本手法の運用基準の深化及び当社の事業ポートフォリオの競争力向上に努めていきます。

財務的評価への2つのアプローチ

プロジェクト経済性評価 ポートフォリオレジリエンス評価

評価手法
インターナルカーボンプライスを用いたプ
ロジェクトの経済性に与える影響を評価

下記シナリオによる油価及びカーボ
ンプライスによる影響を評価
IEA-STEPS
IEA-APS
IEA-NZE

指標
インターナルカーボンプライス適用による
IRR（ベースケース）

上記指標価格適用によるNPV変化率

取組み状況 2021年度よりベースケース化
2018年より実施しており、2022年度
よりIEA-NZEシナリオを追加

（c）物理的リスクのアセット評価
当社は、物理的リスクにおいて、急性リスクと慢性リスクに分けて分析しており、適宜見直しを

行っています。2018年に物理的リスクについての評価プロセスを検討後、ロードマップを設定し、
主要オペレータープロジェクトであるイクシスLNGプロジェクトと新潟県の国内アセットにおける
評価を開始しました。これは、国内及び海外における操業中のオペレータープロジェクトにおける
保険付保額を100％カバーしています。その後も、前提としていた日本の気象庁発行の観測・予測
評価報告書が更新されたことを受け、当社の主要施設の一つである直江津LNG基地に対する物理的
リスクを再評価しています。同報告書内RCP8.5シナリオでは、平均海面上昇幅を0.19ｍ程度と予測
されていますが、評価の結果、同基地はこの水面上昇に耐えうる構造です。さらに、国内アセット
に対しては、社外の評価サービスを用いた河川氾濫及び高潮による直接損害額及び間接損害額を試
算しています。企業総合補償保険における上位10地点の国内事業所、国内パイプライン及び主要子
会社事業所を対象としており、2030年及び2050年時点の想定損害額は限定的であることを確認して
います。これらの物理的リスク評価では、共通してIPCC第5次評価報告書のRCP8.5シナリオにおけ
る21世紀半ばの平均気温上昇、海面上昇などの指標を利用しています。

これらの評価を踏まえて、イクシスLNGプロジェクトをはじめ沿岸部に立地する主要施設の慢性
リスクは、海水位上昇などを織り込んで設計しているため、洪水リスクは低いと判断しています。
また、今後の気温上昇により運転効率の低下などの影響が考えられますが、適宜施設の改善・メン
テナンスを行っており、2030年までに大きな損害が出ないと評価しています。急性リスクに関して
は、主要オペレーター案件で適切な計画、操業、訓練、外部情報活用などにより、台風やサイクロ
ンなどの極端な気象現象に十分な備えを持って取り組んでいます。当社の主要な拠点である直江津
LNG基地のLNG受け入れ桟橋設備では、施設の被害があった場合に備えて、近隣発電所との間に基地
間を接続する連系配管を有しています。これにより、連系配管を利用して当該発電所の受け入れ桟
橋からLNGを受け入れる体制を構築しています。加えて、当社の主要施設は、自然災害の財物保険
の手配により、急性リスクによる財務的損失の軽減を図っています。また、国内での自然災害につ
いてはパイプラインのリスク評価や対応策の検討の上、自然災害リスクの高い部分において引替え
工事を実施しました。

なお、当社では、HSEマネジメントシステム文書であるHAZID（Hazard Identification）ガイド
ラインにおいて、HAZIDワークショップを行う際のガイドワークの一つに気候変動による影響を定
めており、新規プロジェクトを含め当社の事業活動のライフサイクルを通したリスク管理アプロー
チに物理的リスク評価を組み込んでいます。今後も組織横断的なチームで定期的に評価の実施や適
切な開示を進めていくと同時に、分析手法を多様化させ、より多角的な評価を進めていきます。

 （d）当社の低炭素社会シナリオ
2050年※1までの低炭素社会に向けたエネルギー需給などの事業環境の見通しについて、当社は

IEAのWEOのIEA-STEPS、IEA-APS及びIEA-NZE、日本エネルギー経済研究所のレファレンスシナリオ
及び技術進展シナリオを参照しています。

当社は、これらのシナリオを活用し長期的な経営戦略として2025年２月に「INPEX Vision
2035」を策定しました。今後もシナリオのレビューを用いながら事業環境の変化をいち早く把握し、
社会の動向に合わせ経営戦略・経営計画の見直しを行っていきます。
※1 IEAのWEOでは2050年までの国際エネルギー情勢について展望している
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＜戦略＞
気候変動に対するシナリオ分析は、サステナビリティ推進部が中心となり、経理・財務本部、ガ

バナンス本部、事業グループなどの社内関係部門と連携しながら検討プロセスを４つに分け、年次
で分析・評価をしております。同時に事業に影響を及ぼす重要な要因を選定し、特定したリスクと
機会・評価を事業戦略に反映しております。

STEP１ シナリオ群の選択・具体化
TCFDが推奨するように、２℃シナリオ以下を含む複数の温度帯シナリオを選択し、分析を行ってお
ります。脱炭素シナリオ（RCP1.9）及び温暖化シナリオ（RCP4.5, RCP8.5）の２つのシナリオに基
づき、IEAやIPCCなどの国際公表データや日本の政府機関が公表している数値データなどを用いつ
つ、５フォース分析などの経営フレームワークも活用し、各シナリオにおける世界観や具体的なシ
ナリオを整理しております。当連結会計年度から当社グループの長期環境目標の最終年度である
2050年までを見通して中長期的な世界観やシナリオ、数値前提を再構築しております。

STEP２ 気候変動関連リスクに対する重要度評価
TCFD提言で例示されているリスク・機会を参考にしつつ、各シナリオの世界観をもとに気候変動に
伴うリスク・機会因子を抽出し、事業領域別と当社グループ全体の対象範囲に分けたうえで、リス
ク・機会の具体化と影響が生じる時間軸を整理しております。

気温レンジ 関連シナリオ 出典

脱炭素シナリオ 1.5℃未満
NZE2050 IEA

RCP1.9 IPCC

温暖化シナリオ 2.5～4.0℃

STEPS IEA

RCP4.5 IPCC

RCP8.5 IPCC

■気候変動関連リスク評価における時間軸の定義

定義 戦略・計画期間との関係

短期 2025年～2027年度までの３か年
中期経営計画2027に基づく環境戦略、実行計画及び2027年
度目標に合わせた期間

中期 2030年まで
「第三次明電環境ビジョン」に基づく環境戦略、実行計画
及び2030年目標に合わせた期間

長期 2050年まで 国家目標及び当社グループの長期環境目標に合わせた期間

■当社グループの注力領域及びグループ共通の移行リスク (主に脱炭素シナリオにおける機会・リ
スク)

■当社グループ共通の物理リスク（主に温暖化シナリオにおける機会・リスク）

好事例として着目したポイント
（１）Step1～4に分けて説明。Step1ではシナリオ分析について会社独自の経営

環境を考慮したシナリオとしていることを図を利用しつつ簡潔に記載。
（２）時間軸の定義と戦略・計画期間との関係について、簡潔に記載。
（３）Step2で、識別したリスクについて、移行リスク/物理リスクの別、時間

軸を表形式で各項目のつながりが理解できるように記載。

（２）
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好事例として着目したポイント
（１）Step3で、リスクのインパクト評価を記載。財務的影響を4段階で定量的

に定義するとともに、一部仮定を置いていること、計算が不可能な項目に
ついては定性的に整理している旨を簡潔に記載。

（２）投資判断材料の一つとして、内部炭素価格を設備起案に適用していること
及び価格を簡潔に記載。

STEP３ 事業インパクト評価
STEP１で整理したシナリオ別の世界観及び、STEP２で整理した機会・リスク項目を踏まえ、事業イ
ンパクトの評価を実施しております。その過程で「第三次明電環境ビジョン」にて進捗目標を設定
している2030年を対象に「営業利益へのインパクト」、「事業発生の蓋然性」の２軸から特に事業
への影響が大きい項目をスクリーニングし、それらの項目について詳細分析を実施しております。
影響が大きい各項目は、シナリオ別に市場成長率などをもとに「成行値（対策織り込み前の値）」
を把握しました。一部仮定を置きながら定量的に試算し、計算が不可能な項目については定性的に
整理しております。

STEP４ 対応策の検討
STEP３で算出した「成行値」をもとに、当社グループの置かれた状況を踏まえ、機会を掴む戦略、
リスクを軽減するための施策を検討してまいりました。

（１）

（２）

(以下略)
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②戦略
トヨタの戦略（マルチパスウェイ戦略の基本的な考え方）

クルマが社会で必要な存在であり続けるための喫緊の課題がカーボンニュートラルです。「マルチパスウェイ
戦略」の根幹にある考え方は、モノづくりやサプライチェーンの脱炭素化を進めながらエネルギーの未来と地
域・お客様の期待に寄り添った多様なモビリティを提供することです。大前提として、地球環境やサステナビリ
ティの観点から、化石燃料から脱却していく必要があります。そのうえで、中長期的には、再生可能エネルギー
の普及が進み、「電気」と「水素」が社会を支える有力なエネルギーになっていくと考えられます。一方で、短
期的には、世界各地の現実に向き合い、エネルギーセキュリティを担保しながら、プラクティカルに変化を進め
ていくことが重要です。だからこそ私たちは、電気と水素の未来を見据えながら、再生可能エネルギー由来の電
力、その電力を基にした水素や合成燃料、バイオ燃料など、多様なエネルギーに対応するモビリティの選択肢で
カーボンニュートラルに貢献していきます。

GHG排出量を現実的に減らしていくには、既存のインフラやアセットを活用しながら確実に減らしていくこと
が重要です。また、自動車産業におけるカーボンニュートラルの実現には、再生可能エネルギーや充電インフラ
などのエネルギー政策と、購入補助金、サプライヤー支援、電池リサイクルシステムの整備などの産業政策が不
可欠であり、各国のエネルギー政策や産業政策、お客様の選択など、不確実性への対応が必要です。多様なモビ
リティの選択肢を提供するマルチパスウェイ戦略は、不確実性に対し、どのような社会が実現してもいずれかの
選択肢で対応することができる戦略です。様々な産業が関わっているため、パートナーづくりに積極的に取り組
み、電気と水素が地球環境を守っていく環境づくりを少しでも早く実現できるよう取り組みを推進しています。

トヨタは、シナリオ分析によりマルチパスウェイ戦略のレジリエンスを検証しています。

気候関連のリスクと機会の特定および評価するプロセス
気候変動に関する社内専門チームと社外専門家により、将来の社会像を想定したシナリオ分析を行うことによ

り、気候関連のリスク・機会を特定・評価するとともに、戦略のレジリエンスを評価しています。

(ⅱ)時間軸の定義
・リスクが発現する期間は、
左図のように設定しています。

(ⅲ)影響評価の対象期間
・移行リスク：2030～2035年
・物理的リスク：2050、2090年

リスクと機会の特定および評価
将来の社会像を想定した気候変動関連のリスクと機会の主要な変動要因（リスクドライバー）を、移行リスク

（政策・法規制、市場、技術、評判）、物理的リスク（急性・慢性）のそれぞれの観点で特定します。特定した
リスクドライバーを起点とし、リスクと機会に至るまでの要因解析を実施することにより、リスクと機会を網羅
的に洗い出します。要因解析により特定したリスクと機会に、TGRSで特定されたリスクを取り込み、リスクドラ
イバーをカバーする各シナリオにおいて、リスクと機会の発現と影響度がどのように変化するかを検証・評価
（4℃シナリオでは、トヨタのグローバル生産拠点の地理情報に基づいた物理的リスクの影響を評価）していま
す。

シナリオの選定
参照シナリオとして、以下の公表シナリオを選択しています。
・1.5℃シナリオ（IEA*1 IPCC*2 AR6 WG 3など複数の公表シナリオ）
・4℃シナリオ（IPCC AR6 WG1 SSP5-8.5）
*1 International Energy Agency：国際エネルギー機関
*2 Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に関する政府間パネル

好事例として着目したポイント
（１）企業独自の事業戦略とサステナビリティに関する戦略との関係を記載。
（２）シナリオ分析の概要について、図を用いながら分析プロセスを簡潔に記載。

分析対象、参照シナリオ、分析期間等についても説明を記載。

シナリオ選定における考え方
トヨタはエネルギーの未来について、将来的には再生可能エネルギーの普及を通じて、社会を支えるエネル

ギーは電気と水素に収れんしていくと考察していますが、その一方で、足元では国・地域ごとに様々なエネル
ギー事情があり、トランジションのペースが異なることを認識しています。近年の世界情勢からも、環境問題と
経済安全保障との両立が議論され始めるなか、国際的なインフレによる再生可能エネルギー投資の鈍化や、欧米
などでのBEVの販売低迷といった事象も見受けられます。

こうした背景認識のもと、中長期的には電気と水素の未来を見据えながら、短期的にはエネルギーの実情と多
様なお客様ニーズに応える選択肢を提供し、現実に即したトランジションを進めていくことがトヨタのマルチパ
スウェイ戦略の考え方です。

気候変動枠組条約締約国会議（COP）をはじめとする国際的な対応議論の場においても、将来に至るまでの過
渡期の対応、各国・各地域の事情に応じた緩和策や多様な脱炭素手段の導入について議論が進行しています。

上記を踏まえ、1.5℃シナリオにおける分析では、乗用車について、BEV・PHEVの導入を主要な施策として脱炭
素策を論じたIEAのNZEシナリオに加え、地域性や緩和策の多様化（炭素吸収技術（CDR）／炭素回収・貯留技術
（CCS）／カーボンニュートラル燃料など）を反映したその他の1.5℃シナリオも考慮し、戦略のレジリエンスを
検証しています。

(ⅰ)分析対象
・移行リスク：トヨタ自動車および連結会社における自動車事業とサプライチェーン
・物理的リスク：トヨタ自動車および連結会社、非財務連結会社のトヨタ車生産拠点

（２）
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（１）

シナリオ分析の概要
シナリオ分析は、TCFDや環
境省のガイダンスにおいて
示されるプロセスに基づき、
実施しています。
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また、各シナリオの前提・世界観を整理し、各シナリオの実現に向けた課題を以下のとおり考察
しています。

IEA NZEシナリオに関しては、グローバル全体で再生可能エネルギー利用が促進され、自動車分
野ではBEVが推進し、急速にGHGが削減する前提だが、実際には地域のエネルギー事情と政策展開に
より、これらの施策は取り組みの進度が異なることが想定されます。

その他の1.5℃シナリオに関しては、バイオ燃料では食料競合や土地利用制約による供給量の差
異などで、地域による燃料種や導入量の差が生じ得ることや、脱炭素技術の市場導入では初期段階
に多大な投資が必要で、投資状況により進展に差が生じ得る（将来的には市場に広く浸透すること
によりコストが適正化されると考察）ことが想定されます。

財務影響評価
特定したリスクと機会の財務指標との紐づきについて、因果関係の検証を実施しています。特定

したリスクと機会におけるモビリティコンセプトなどの経営上のテーマやサステナビリティの重点
取り組みテーマとの関連性を評価し重要性を確認し、それぞれのシナリオにおける前提を考慮し、
特定したリスクと機会の潜在的な財務影響を評価しています。

レジリエンス分析の概要
カーボンニュートラル（CN）の実現に向け、エネルギーの未来を見据えて、燃料やインフラなど

地域ごとに異なるニーズに応える多様な選択肢を提供することにより、プラクティカルにトランジ
ションを進めていくことがトヨタのマルチパスウェイ戦略の考え方です。シナリオ分析では、TCFD
フレームワークを参考に、移行リスクは1.5℃シナリオ、物理的リスクは４℃シナリオを用いて、
リスクと機会を特定し、財務影響評価を実施しています。近年の世界情勢や国際的な気候変動対応
議論の状況を踏まえ、IEAのNZEシナリオに加え、その他の1.5℃シナリオについても比較検討して
います。いずれのシナリオの前提条件にも制約がともなう場合があるため、それらの状況について
も考慮しつつ、特定したリスクの最小化および機会の獲得に向けたトヨタの取り組みを整理すると
ともに、シナリオの実現に向けた社会的課題に貢献しうるトヨタの取り組みを整理することにより、
トヨタの事業活動におけるレジリエンスを検証しています。

 1.5℃シナリオ分析
IEAのNZEシナリオの検討
IEAはNZEシナリオ実現に向け、以下課題への対応が必要と報告しています。
再生可能エネルギーの積極的な導入により電力の脱炭素化が進むなか、運輸部門中の乗用車は

BEV化が進み、2030年以降、急速にGHG排出が削減され、2050年にネットゼロを達成すること、ま
た、その実現に向けて、各国政府が、カーボンプライシング／燃費規制の厳格化／内燃機関車の
販売禁止など、野心的な気候政策を実施すると同時に、BEVを普及するためのインセンティブ策
を拡大すること、そして、政策と消費者の環境意識の向上により、市場はBEVを受容する一方、
技術面では、車両電動化／革新的な電池開発／再生可能エネルギー電力を活用したエネルギーマ
ネジメントシステムなどが進展し、社会全体で電化と再生可能エネルギーへの転換が進み、エネ
ルギー効率の改善によりエネルギー消費量が削減することがあげられています。

本シナリオにおける移行リスクには、以下があります。
・燃費／GHG／ZEV規制不適合による罰金など
・規制対応にともなう急な商品変更による減産や販売台数の低下
・パワートレーン技術開発にともなう研究開発費用の増加
・車両の電動化が急速に進むことにより、BEV関連の原材料需要増加にともなう供給不足と調
達コストの増加

・再生可能エネルギー拡大にともなう再生可能エネルギー価格(IREC含む)の高止まりによる製
造コスト増加

好事例として着目したポイント
（３）シナリオ分析の結果識別したリスク及び機会について、物理リスク/移行

リスクの別、時間軸（3段階）、財務影響度（定性的に3段階）を表形式に
より、各項目のつながりが理解できるように記載。

（４）企業独自の戦略のレジリエンス分析について検討を行ったシナリオの概要
を説明し、認識した各課題に対応する取組を簡潔に記載。

（３）

（４）
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IEAのNZEシナリオ実現に向けては、以下のような社会的課題があります。
・再生可能エネルギー導入を促進する政策
・投資の実行、電池材料確保のための社会システム構築とリサイクル技術開発
・電気や水素利用の脱炭素技術革新と低コスト化
・電動車普及にともなう充電インフラの整備など
これらの社会的課題に対し、トヨタは以下の取り組みに貢献するとともに、自社のリスクも最小

化しています。

その他の1.5℃シナリオの比較検討
2024年、IEAのNZEシナリオに加え、地域ごとの値や差異をより詳細に分析するため、IPCCや各研

究機関が公表している複数の1.5℃シナリオ群を比較検討しました。パリ協定1.5℃実現に向けた道
筋として、エネルギー部門では、再生可能エネルギー利用のほか、炭素回収貯留技術（CCS）など
の多様な技術導入など比較検討し、運輸セクターでは、車両の電動化のほか、省燃費車の活用やバ
イオ燃料や合成燃料などの低炭素燃料・カーボンニュートラル（CN）燃料の普及などを比較検討し
ました。また、新興国では、各地域のバイオマスなどの低炭素エネルギー源を活用し、過渡期には
CCUSと組み合わせた化石燃料利用の検討も行い、経済発展とCNの両立を目指ことや、低炭素燃料・
CN燃料などの多様なエネルギーインフラ整備が進むことで消費者は生活利便性に基づき、多様なエ
ネルギーとパワートレーンを選択することが想定されます。

シナリオ群実現に向けた社会的課題は、IEAのNZEシナリオに比べより多様化しています。例えば、
水素／バイオ／合成燃料など各国・地域に適合した低炭素燃料・CN燃料の技術開発、ならびに普及
初期段階での導入支援や、バイオ燃料に関わる食料競合などの問題解決や低コスト化があります。
その他には、CN燃料の他セクターとの配分や、安定したエネルギー供給に向けた技術開発や政策支
援などがあります。

本シナリオ群における移行リスクとして、BEV推進に係る移行リスクはIEAのNZEシナリオと同様
ですが、現時点での各国・各地域のBEV導入の実績、施策の見直しを踏まえると、トヨタの戦略・
財務への影響は比較的小さいこと、自動車燃料多様化にともなう研究開発費用が増加すること、そ
して、電力以外にも、ガス燃料や液体燃料などエネルギーの低炭素化にともなうエネルギー調達コ
ストが増加することがあげられます。

シナリオ分析を通じて、パリ協定に整合する1.5℃実現に向けた経路は様々に存在し、それぞれ
に実現の ための条件と社会的な課題が存在することが判明しました。また、世界にマーケットを
持つトヨタは、単一の施策・技術に特化し限定されることなく、各国・各地域で異なる市場とス
テークホルダーの要請に応えるため、様々な経路や、不確実性に対応可能な多様な施策・技術（マ
ルチパスウェイ戦略）が有効と再認識しました。
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好事例として着目したポイント
▪ シナリオ分析の結果識別したリスクと自社の取組を比較検討し、不確実性に
対する自社の経営戦略の有効性について、レジリエンス分析結果として記載。

4℃シナリオ分析
IPCC SSP5－8.5は、化石燃料依存型の経済発展を続けて気候政策が導入されない場合の最大排出

量シナリオであり、物理的リスクを評価しています。
本シナリオ下における主な物理的リスクには、自然災害の頻発化や激甚化の結果、サプライ

チェーンが分断することによる生産・販売の停止や水不足や水コスト増加による、工場操業への影
響があります。また、昨今の自然災害の実態を踏まえたリスクの高い拠点のスクリーニングとして、
洪水による河川氾濫／内水氾濫／高潮による浸水ハザードについて、国内外の事業拠点（国内137
拠点・海外73拠点）の地理的座標を用いて、リスクの高い拠点のスクリーニングを実施しました。
スクリーニングの結果、気候変動による将来変化が見られ、リスクに留意すべき（グレードB以
上）と評価された国内外の拠点についてリスク評価を実施しました。

シナリオ分析を通じて、国内外の事業拠点の一部において河川氾濫リスク・内水氾濫リスク・高
潮リスクが特定されましたが、地域の事業体への影響は軽微であることが判明しました。また、災
害訓練などによりPDCAを回して改善を行うことでBCPの実効性が高まり、災害発生時の復旧速度は
上がっていることを確認しました。この活動を「事業継続マネジメント（BCP*1）」と位置づけ、
従業員・家族・トヨタグループ・サプライヤー・販売・トヨタが三位一体となった活動として推進
し、今後も継続していきます。

*1 Business Continuity Management：BCPで定めた各対策計画が実行可能なものとして機能するよ
う定める運用管理の仕組み

レジリエンス分析結果として、トヨタは町いちばんの会社を目指すとの理念に基づいて各国・各
地域発展の助成につながるべく、さまざまな経済・エネルギー事情に即しつつ、お客様に受け入れ
ていただけるラインアップを計画しています。このマルチパスウェイ戦略は、あらゆるシナリオが
描く世界観においてレジリエンスが高いことが判明しました。IPCC報告書でも記載されているとお
り、パリ協定で掲げられている1.5℃実現には様々な経路があり、地域のエネルギー事情や政策に
よっても変動する可能性がありますが、その実現には様々な産業が関わっているため、カーボン
ニュートラル（CN）燃料普及も含んだパートナー連携が不可欠です。トヨタはパリ協定を支持し、
それに沿って行動しています。パリ協定との整合は重要であり、パートナーと共に、モビリティコ
ンセプトに基づく車両開発や社会インフラ作りを推進し、2050年CN達成に向けて全力でチャレンジ
していきます。今後もシナリオ分析を継続することで、内外の状況の変化に応じてリスクと機会を
見直し、その対応を戦略に織り込むことでさらなるレジリエンス向上に注力していきます。
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株式会社ヨータイ（1/2）有価証券報告書（2025年3月期） P12-13
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

（3）気候関連における戦略
①組織が選別した、短期・中期・長期の気候変動のリスクおよび機会の認識
当社における気候変動の影響について、短期（1～3年）・中期（2030年まで）・長期（2030年以

降）の時間軸を想定し、シナリオ分析を行いました。気候変動がもたらすリスクは、低炭素社会へ
の移行に伴うリスク（移行リスク）と物理的な影響（物理的リスク）に分けられます。地球の平均
気温が産業革命前と比べて1.5℃および2℃を含む2℃未満または4℃上昇するシナリオを想定し、そ
れぞれのリスクと機会について、影響度が高いと思われる項目を抽出しました。

シナリオ分析プロセス
（イ）リスク・機会の抽出

考えられる気候変動によるリスク・機会を抽出
（ロ）重要リスク・機会の特定

（イ）で抽出したリスク・機会の中から当社への影響が大きいと考えられる項目を特定
（ハ）シナリオの設定および事業インパクト評価

2℃未満シナリオおよび4℃シナリオを設定し、各シナリオでの想定に対する影響を分析
（ロ）で特定した重要リスク・機会を分析した結果をロジックツリー形式で整理し、
事業への影響を定量的に評価

（ニ）対応策の策定
（ハ）で評価した当社への影響に対し、シナリオ別に当社の対応事項を策定

（財務的影響：○…影響が大きい、△…影響は中程度、×…影響は小さい）

②気候関連のリスクおよび機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響
リスク重要度評価の結果、抽出されたリスク・機会は20項目あり、そのうち重要度「大」とした

のは６項目で、その一覧は以下の表とおりです。
リスク重要度評価「大」項目に対応した想定されるリスクと機会・財務的影響（定量分析）・対

応策・時間軸一覧＞

タ
イ
プ

リスク・機会
項目

重
要
度
評
価

想定されるリスクと機会

財務的影響
(定量・定性

分析)
対応策

時
間
軸大分類小分類

2℃未満 4℃

移
行
リ
ス
ク

政
策
／
規
制

炭素
税・
炭素
価格

大

定形品では、乾燥や焼成する工程があり、
重油、LNGおよび電気を使用しています。定
形品は焼成品と不焼成品に分類され、焼成
品は焼成工程があるため、エネルギー消費
量が多く、気候変動への対応として導入が
検討されている炭素税や省エネルギー基準
の引き上げといった各種政策によって、多
額の追加コストが必要になります。

○ ×

●省エネ投資・
再エネ切り替
え・非炭素エネ
ルギー切り替え
●燃料・電力原
単位の低減
●蓄電池導入

長
期

各国
のGHG
排出
目標/
政策
排出
量の
報告
義務
の強
化

大

国際社会は脱炭素化への取り組みが急速に
進んでいます。社会的要請に対応しない場
合、売上高減少につながるリスクがありま
す。一方、この要求に対応し、より厳しい
目標を設定した場合、現在設定している2℃
未満水準の目標よりも多くの対策が必要に
なり、新たな対策費用が必要となります。
2030年度GHG排出量削減目標を設定し、太陽
光発電をはじめとした再生可能エネルギー
の導入を進めています。これらの設備導入
で将来的にエネルギーコストの削減効果が
得られますが、設備導入の際、財務リスク
が高まります。

○ ×

●省エネ投資・
再エネ切り替
え・非炭素エネ
ルギー切り替え
●燃料・電力原
単位の低減
●蓄電池導入

長
期

エネ
ル
ギー
ミッ
クス
の変
化

大

燃料費の上昇は直接費である製造コストの
上昇に直結しますが、このうち再生可能エ
ネルギーの固定価格買取制度に基づく、再
生可能エネルギー賦課金は今後の再生可能
エネルギーの普及の進展に伴い、さらに増
加し、製造コストが上昇することが懸念さ
れます。

○ ×

●再エネ切り替
え
●燃料・電力原
単位の一層の低
減

長
期

（２）

（１）

「中堅中小上場企業の開示例」

好事例として着目したポイント
（１）時間軸の定義は短期中期長期の3区分に分けて簡潔に記載。
（２）移行リスク、物理リスク及び機会に分けて、時間軸、重要度、対応策を表

形式で各項目のつながりが理解できるように記載。

（※）中堅中小上場企業の参考となるように、直近決算期における売上高が300億円以下
の企業の事例を選定しています。
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【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

③シナリオ分析の結果
設定したシナリオ
（イ）移行リスクの大きいシナリオ（2℃未満シナリオ）
温室効果ガスの排出規制などが厳しくなり、社会システムが気候変動の緩和に移行する「①カー

ボンニュートラルな社会」におけるシナリオ（参照した外部シナリオ：RCP2.6、SDS/NZE2050）
（ロ）物理的リスクが大きいシナリオ（4℃シナリオ）

自然の猛威に立ち向かうために物理的な影響への適応が必要な「②気候変動の影響が甚大な社
会」におけるシナリオ（参照した外部シナリオ：RCP8.5、STEPS）

自社シナリオ分析の結果検討した、省エネ投資・再エネ切り替えや電炉向け耐火物拡販等の対応
策を講じることで、将来のリスクに対する当社事業のレジリエンスを高められると考えます。また、
①と②が組み合わさった最も厳しい社会は、それぞれの対応策の組み合わせにより、リスクを低減
できると考えます。

タ
イ
プ

リスク・機会項目
重
要
度
評
価

想定されるリスクと機会

財務的影響
(定量・定性

分析)
対応策

時
間
軸大分類 小分類

2℃未
満

4℃

移
行
リ
ス
ク

市場
各国の
環境規制

大

耐火物原料を主に中国から調達して
います。中国では2060年カーボン
ニュートラルを掲げ、中国国内の環
境規制は今後も強化されることが予
想されます。この結果、供給量減少
による原料価格高騰が持続的リスク
として考えられます。

○ ×

●原材料購入先
の新規発掘
●国内生産
●中国を中心と
しているが、中
国以外も含めた
複数購買による
適正価格での安
定調達
●原料のリサイ
クル化

長
期

物
理
的
リ
ス
ク

急性

異常気象
の頻発化
と深刻化
（豪雨、
洪水等）

大

大型台風・豪雨等の頻発により、製
造拠点の被害やサプライチェーンが
寸断され、操業への支障や復旧に要
するコスト増加が想定されます。

△ △
●BCP計画に対応
した生産工場の
分散

長
期

機
会

製品
および

サービス

消費者の
嗜好の移
り変わり

大

電炉向け耐火物の製造・販売に強み
を持っており、低炭素・循環型鋼材
が高炉製品を代替すること、かつ将
来的な低炭素・循環型鋼材の需要規
模の拡大が見込まれることから、製
品売上拡大の機会になると考えてい
ます。また、低炭素型の焼成れんが
不焼成れんが、不定形耐火物がその
市場規模に対し、大きく寄与するこ
ととなります。

○ ○
●電炉向け耐火
物拡販

中
期 

「中堅中小上場企業の開示例」
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株式会社ニッスイ（1/3）有価証券報告書（2025年3月期） P33-34
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
▪ リスクの把握のために人権DDを実施していることを説明したうえで、把握し

たリスクに対する主な対応策及び進捗について表形式で簡潔に記載。

（２）テーマ別課題
≪人権の尊重に関する取り組み≫
<戦略>

ニッスイグループは、「人にも地球にもやさしい食を世界にお届けするリーディングカンパニー
（GOOD FOODS 2030）」という長期ビジョンを掲げ、持続可能な社会の実現に向けて人権の尊重を
企業価値向上の重要な要素と位置付けています。

人権への負の影響を防止・軽減するための取り組み

（イ）方針によるコミットメント（人権方針の策定）
当社では2020年９月に国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた「ニッスイグルー

プ人権方針」を策定し、人権の尊重を経営課題として位置付けました。本方針は企業活動のグロー
バル化・多様化に伴い、国内外のバリューチェーンにおける人権尊重の取り組みが求められる中、
ニッスイグループの事業に関わるすべてのバリューチェーンにおいて、人権は最優先に尊重される
べきであるとの認識のもと、この責任を果たしていくことを改めて表明したものです。また、本方
針はニッスイグループの役員および従業員に適用するとともに、サプライヤーを含むビジネスパー
トナーの皆さまにも本方針を支持し人権の尊重に努めていただくことをお願いしています。

人権方針の周知

対象 方法

ステークホルダー ウェブサイト

サプライヤー サプライヤーガイドライン

グループ内従業員 人権研修（年１回）

（ロ）人権デューデリジェンスの実施
重要人権リスクの特定
当社グループのバリューチェーンにおける実際のまたは潜在的な人権への負の影響の把握のため、

2020年12月に部門横断型のワークショップ形式で人権リスクアセスメントを実施し、リスクを絞り
込みました。その結果、以下の３つの重要リスクを特定し、重点的に対応を進めています。

人権リスクアセスメントのプロセスは「リスク管理」の項に記載しています。

リスク 主な対応策 進捗・実績

①水産原料

に関わる強
制労働、児
童労働（原

材料調達～
生産）

・「ニッスイグループサプライヤー

ガイドライン」改定（2022年６月）

・１次サプライヤー505社に「サプ

ライヤーガイドライン」を説明

・ガイドライン同意確認書の回収率98.2％

・SAQ（注）への回答率97.5％

・回答結果を基にしたサプライヤーとの対話

・大学との協働により、ベトナムエビ農家約

200世帯を対象に労働・環境調査を実施（児童

労働は確認されず）

②日本にお

ける外国人
技能実習生
の労働環境

（生産）

・外国人労働者の労働環境調査（全

53項目セルフチェック）の実施

・外国人の労働災害防止（掲示物、

マニュアル、教育などの多言語化対

応）

・外国人労働者向けの外部相談窓口

の設置

・労働環境調査は外国人を雇用する国内全生

産事業所を対象に実施（年１回）

・書類の多言語化のほか、ピクトグラムの活

用をグループ内で横展開

・2023年度から外国人労働者向けの外部相談

窓口を設置（22言語対応）

③労働安全

衛 生 （ 漁
業・養殖）

・漁業：漁船上の労働環境整備、第

三者認証の取得

・養殖：潜水作業の安全管理、重篤

災害の撲滅に向けた対策

・漁業：安全性、労働負荷の軽減、居住性を

含め人権に配慮した漁船の新造、MSC漁業認証

の取得、外部相談窓口の設置（22言語対応）

・養殖：潜水士向け教育内容の見直し、海上

作業の可否判断基準の明文化

（注）SAQ：Self-Assessment Questionnaire。自己評価調査票。
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株式会社ニッスイ（2/3）有価証券報告書（2025年3月期） P34-36
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
▪ リスク管理プロセスの概要を説明し、具体的なリスクアセスメントの方法に

ついて図表を交えて具体的に説明。

（ハ）救済措置（苦情処理メカニズムの整備）
当社グループでは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、グリーバンスメカニ

ズムを構築し、救済へのアクセスを確保しています。社内および社外の窓口で通報を受け付ける内
部通報制度に加え、2023年度から国内の生産事業所や漁業における外国人労働者を対象として、責
任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP-MIRAI）が提供する企業協働プログラムに参画し、
22言語に対応した相談窓口を設置しています。また、サプライヤーをはじめとする幅広いステーク
ホルダーを対象として、ビジネスと人権対話救済機構（JaCER）に参加し、ビジネスと人権に関す
る苦情・通報窓口を設置しています。このように自社だけでなく専門の第三者機関と連携しながら、
対話と救済の仕組みを整えています。

リスクアセスメントの手法
バリューチェーンの各プロセスにおいて、「一般的・業界横断的な人権リスク」と「水産業・

ニッスイグループ特有の人権リスク」の２つの視点からリスクの洗い出しを行っています（下図参
照）。特に後者の分析では、国別リスクや魚種別リスクといった視点も取り入れ、より詳細な評価
を行っています。抽出されたリスクに対しては、発生頻度や可能性、発生時の影響の大きさを基準
とした「インパクトアセスメント」を実施し、重要なリスクを特定・絞り込んでいます。

また、上記以外に、お客さまと直接対話する仕組みとして、お客様サービスセンターを設置して
います。「消費者の安全や知る権利」も企業活動の中で尊重すべき人権と考え、お客さまの声をタ
イムリーに受け止め、正確な情報をお伝えすることを心がけています。

<リスク管理>
（イ）人権リスクを識別・評価・管理するプロセス
当社グループのバリューチェーンにおける実際のまたは潜在的な人権への負の影響を把握するた

め、人権部会で人権リスクアセスメントを実施しています。外部環境の変化に対応し、国や専門機
関、NGOの報告書や苦情・通報窓口への通報・相談内容、ステークホルダーとの対話を通じて収集
した情報をもとに、新たなリスクの特定や優先順位の決定を行っています。直近では2024年７月に
アセスメントを実施し、サステナビリティ委員会での議論を経て、同年10月に重要リスクを特定し
ました。2025年度以降は人権部会で年に一度の見直しを行い、人権リスクアセスメントは中期経営
計画の策定タイミング（３年に一度）を目安に実施する計画です。

人権リスクアセスメントワークショップにより抽出された人権リスク

（注）：赤字は再特定した重要人権リスク、青字は追加した人権リスクを示しています。

2024年度の人権リスクアセスメントで特定した重要人権リスク
１.サプライチェーン上の強制労働、児童労働
２.日本における外国人労働者の労働環境
３.重大労働災害、事故
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株式会社ニッスイ（3/3）有価証券報告書（2025年3月期） P36-37
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
▪ 複数の独自指標について開示し、各指標の内容を簡潔に説明したうえで、進
捗の理解がしやすいように目標の他に直近の実績を記載。

<指標と目標>
当社グループは、人権の尊重に関する指標を設定し、その進捗をモニタリングしています。主要

な指標と実績、および目標値は以下の通りです。

（ロ）外国人労働者の労働環境モニタリング
国内のグループ会社で外国人を雇用する全生産事業所を対象に年１回の労働環境調査を実施して

います。調査では深刻な人権侵害リスクの兆候は認められていませんが、一部の事業所において言
語面の課題が確認されており、人権部会より国内のグループ各社に対して多言語化対応の周知を
図っています。グループ全体で統一した対応を進め、その対応状況を人権部会で確認しています。
また、国内グループ会社の生産拠点45事業所に在籍する外国人労働者を対象に、22言語に対応した
第三者相談窓口（JP-MIRAIアシスト）を導入し、労働問題から生活まわりの相談まで、外国人労働
者がワンストップで相談できるハードルの低い仕組みを導入しています。

（ハ）従業員に対する人権研修実施状況
従業員（注）を対象とした人権研修を継続的に実施しており、2024年度には3,134名がeラーニン

グ研修を受講しました。今後も毎年研修を実施し、従業員一人ひとりへの人権方針の浸透と意識向
上を図ります。
（注）：2024年度はニッスイ個別の全従業員と国内グループ会社の幹部職以上が対象

これらのKPIは人権部会・サステナブル調達部会を中心にPDCAサイクルで取り組みを改善してお
り、サステナビリティ委員会や取締役会に定期報告され、目標達成度合いや課題が議論されていま
す。また、目標と指標は外部環境の変化やステークホルダーの声を踏まえてアップデートしていま
す。

指標 目標 2024年度実績

１次サプライヤーアセスメント

比率

2030年度 100%

（グループの主要なサプライ
ヤーを含む）

97.5%

外国人労働者の労働環境モニタ

リング

外国人を雇用するすべての事業

所で実施
45/45事業所

人権研修受講者数、受講率 対象者における受講率100%
ニッスイ個別：1,641名、91.3%

グループ会社：1,493名、95.1%

分類 重要リスク
重要リスク管理

組織
報告先

経営戦略リスク
サプライチェー

ンの環境・人権
に関するリスク

サステナブル調

達部会
人権部会

サステナビリ

ティ委員会
→

リスクマネジメント委員会

経営基盤リスク
労働安全衛生に

関するリスク

労務安全衛生部

会

経営基盤リスク

委員会
→

リスクマネジメント体制と重要リスクについては、「第２  事業の状況  ３  事業等のリスク」を
ご覧ください。

（ロ）総合的リスク管理への統合状況
2024年度に再構築したリスクマネジメント体制のもと、人権部会やサステナブル調達部会で特定さ
れた人権リスクもリスクマネジメント委員会に共有され、全社グループ視点で経営戦略への反映や
優先度に応じた対応策の実行が図られています。

リスクマネジメント委員会で特定した人権に関連する重要リスクは以下の通りです。

（イ）１次サプライヤーアセスメント比率
ニッスイ個別の１次サプライヤー（直接の取引関係がある国内・海外のサプライヤー）に対し、

SAQによる確認を進めています。基準に満たない場合は、回答の意図確認や実態把握のため、サプ
ライヤーに対して訪問／オンラインでヒアリングの機会を設けるとともに、改善に向けた要請やア
ドバイスを行っています。

2022年度に22%だったSAQへの回答率は2024年度には97.5%まで拡大しました。2030年までに海外
も含めたグループの主要サプライヤーにも対象を広げ、100%実施を目標に取り組みを進めています。

「人権の開示例」
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株式会社ブリヂストン（1/3）有価証券報告書（2024年12月期） P22-23
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

(２) 気候変動及び自然資本損失に関する取組
気候変動及び自然資本損失への対応に世界的な関心が高まり、パリ協定に代表される脱炭素社会

への動き、ならびに、昆明・モントリオール生物多様性枠組として採択された、生態系や自然資本
の損失を止め、反転させ、回復軌道に乗せることを目指すネイチャーポジティブの達成に向けた動
きが加速する中で、当社グループは気候変動及び自然資本損失によるリスクと機会を統合的に認識
し、事業戦略への反映を進めております。
主なリスクとしては、脱炭素社会や自然と共生する社会への転換に伴う「移行リスク」並びに気候
変動及び自然資本損失による「物理的リスク」を認識しております。「移行リスク」には、気候変
動や自然資本損失のために、国内外において、炭素税やCO2排出削減義務・排出量取引制度、タイ
ヤの低燃費性能等に関する制度・規制、使用済タイヤのリサイクルに関する制度・規制、取水に関
する制度・規制、持続可能な天然ゴムに関する制度・規制などの導入が進む際に、社会や顧客の急
速なニーズ変化に対して研究開発費を十分な事業成果に結びつけることができない場合は、事業活
動の制約やコストの上昇など当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼすリスクがあります。
「物理的リスク」には、台風の大型化、洪水や渇水の発生頻度の増加による事業活動中断のリスク、
降雨パターンの変化に伴う天然ゴムの収穫不良による原材料調達に関するリスク、降雪量の減少に
より冬タイヤの需要が減少するリスクがあります。反面、これらの社会や顧客のニーズ変化を新た
な成長機会とも捉えており、バリューチェーン全体でカーボンニュートラル化、サーキュラーエコ
ノミーの実現、ネイチャーポジティブの推進とビジネスを連動させる独自のサステナビリティビジ
ネスモデルの確立を、経営戦略、中期事業計画に織り込んで推進しております。

「移行リスク」及び機会への認識を踏まえ、2030年目標として「私たちが排出するCO2の総量
(Scope１、２)を50％削減する(2011年比)」「ソリューションの提供により、商品・サービスのラ
イフサイクル、バリューチェーン全体(Scope３)を通じて、私たちの生産活動により排出するCO2排
出量(Scope１、２)の５倍以上のCO2削減に貢献していく(2020年比)」「再生資源または再生可能資
源に由来する原材料の比率を40％に向上する」「水ストレス地域における生産拠点において、水リ
スク低減に向けたウォータースチュワードシッププランを推進する」を設定し、CO2削減に貢献す
る新技術の開発、当社グループの生産拠点におけるCO2排出や水ストレス地域での取水などによる
自然資本への影響の低減、低燃費タイヤの開発・販売、リトレッドタイヤビジネスの拡大、取引先
との協働によるサプライチェーンのCO2排出量及び自然資本への影響の低減など、目標の達成へ向
けた活動を進めております。

また、森林に関わる移行リスクへの対応として、森林破壊禁止を含む「グローバルサステナブル
調達ポリシー」の展開や、サステナビリティに関する第三者調査・評価機関を活用したサプライ
ヤーアセスメントの実施、天然ゴム加工工場への現地監査などを進めております。さらに、取引先
と協働して上流の農家を訪問することでトレーサビリティを高めるとともに、農家へのアセスメン
トや改善支援を行うなど、生産現場の実態を確認しながら取り組みを進めております。森林破壊防
止に向けて当社グループでは、欧州法令に対応するための包括的な体制をグループ全体で整えてお
り、対応準備を進めています。天然ゴムの生産地は東南アジアの熱帯雨林に集中しており、多くの
小規模農家によって支えられていることにより、天然ゴムの持続可能なサプライチェーンの構築が
当社の持続性においても重要であると考えています。小規模農家の生産性向上や森林破壊ゼロの実
現に貢献するために、自社農園で培った技術や病害対策に有効なノウハウを活用し、2026年までに
累計12,000軒を目標に、天然ゴム小規模農家の支援に取り組んでいます。個社としての取り組みに
加え、持続可能な天然ゴムのためのプラットフォーム(GPSNR)の設立及び推進を主導し、マルチス
テークホルダーとの対話や協働を通じてサプライチェーンの透明性やトレーサビリティ向上のため
の基準づくりを進めるなど、天然ゴムの持続可能な利用に向けた取り組みを強化しております。

投資の判断においても「移行リスク」及び機会が評価できるように、社内カーボンプライシング
によるCO2排出コストと削減効果を加味した投資判断を行っております。また、使用済タイヤを原
材料などに「戻す」リサイクル事業の構築、天然ゴム事業における生産性向上に向けた取り組みを
通じて、バリューチェーン全体でのCO2排出量及び各種環境負荷による自然資本への影響の低減に
も取り組んでおります。

「物理的リスク」及び機会に対しては、事業継続計画(Business Continuity Plan、以下BCP)を
策定して事業の継続または再開に向けて適切な危機対応や支援が行えるように体制を整えると共に、
乾燥地帯で育つ「ゴムをつくる植物」グアユールの事業化に向けた取り組みを通じて、天然ゴム供
給源の多様化に取り組んでおります。

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)最終提言及びTNFD(自然関連財務情報開示タスク
フォース)最終提言V1.0が推奨する開示内容に沿った当社グループの対応状況は以下の通りであり
ます。

（次ページに続く）
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株式会社ブリヂストン（2/3）有価証券報告書（2024年12月期） P23-24
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

推奨される開示内容
ブリヂストングループの対応状況

TCFD TNFD

依存関係・影響・リ

スク・機会に対する

取締役会の監督体制

• 取締役会はカーボンニュートラル化やサーキュラーエコノミーの実現、

ネイチャーポジティブの推進に向けた活動を含むサステナビリティへの

取り組みの状況について定期的に報告を受け、進捗状況のレビューを実

施

依存関係・影響・リ

スク・機会の評価と

管理における経営者

の役割

• 最上位の経営執行会議体であるGlobal EXCOでカーボンニュートラル化、

サーキュラーエコノミーの実現、ネイチャーポジティブの推進に向けた

中長期の戦略・目標、実行計画の承認、計画の進捗を管理

先 住民 族・ 地域 社

会・影響を受けるス

テークホルダー・そ

の 他ス テー クホ ル

ダーに向けた人権方

針とエンゲージメン

ト活動、取締役会・

経営者の監督

(TNFD推奨開示内容)

－ • 「グローバル人権方針」及び当社グループの「グローバルサス

テナブル調達ポリシー」を策定し、国連「ビジネスと人権に関

する指導原則」など国際基準が掲げる人権の尊重に対して強い

コミットメントを表明。取引先に必ず実施いただきたい事項と

して、国連「先住民族の権利に関する宣言」に従った合法的な

手段での土地取得・利用、土地取得時や森林開発評価・実行方

針策定時のFPIC原則の遵守を定め、当社グループ内・取引先・

サプライチェーン全体への浸透活動を推進

• サプライチェーンが「グローバルサステナブル調達ポリシー」

に準拠しているかどうかを確認するデューディリジェンスプロ

セスを検討・開発するために公益財団法人世界自然保護基金

(WWF)ジャパンと協働。 WWFと連携して開発したSAQ(Self-

Assessment Questionnaire)を使って、天然ゴムの小規模農家

を含む取引先のESG現地監査を行い、FPIC原則の遵守含め、リ

スク評価を実施

• 天然ゴムのサプライチェーンを対象としたグリーバンスメカニ

ズムを構築し、標準作業手順書と苦情(グリーバンス)への対応

状況を公開。先住民族・地域社会に関連するリスクも本メカニ

ズムを活用し確認

• 人権の尊重を含むサステナビリティへの取り組みの実行計画や

進捗状況は最上位の経営執行会議体であるGlobal EXCOで承

認・管理され、取締役会がレビューを実施

推奨される開示内容
ブリヂストングループの対応状況

TCFD TNFD

短期・中期・長期の依存

関係・影響・リスクと機

会

• 気候・自然資本への依存関係と影響、気候変動及び自然資本損失によ

るリスクと機会を統合的に評価・管理。以下の依存関係・影響・リス

ク・機会を特定

• バリューチェーン全体でカーボンニュートラル化、サーキュラーエコ

ノミーの実現、ネイチャーポジティブの推進とビジネスを連動させる

独自のサステナビリティビジネスモデルの確立に取り組んでおり、重

要度の高いリスク・機会を経営戦略、中期事業計画に織り込んで推進

気候・自然資本との依存関係(注)

• 原材料調達段階における水やバイオマスを供給するサービス、生態系

が持つ気候・良好な土壌等を維持調整するサービスへの依存

• タイヤ製造段階における水を供給するサービスへの依存気候・自然資

本への影響(注)

（中略）

(注) 国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC)他の

「ENCORE」の産業グループ別評価で重要性が「非常に高い」また

は「高い」と評価された、タイヤ事業のバリューチェーンにおけ

る主な依存関係及び影響

ビ ジ ネ ス モ デ ル ・ バ

リューチェーン・戦略・

財務計画に及ぼす影響

様々なシナリオを考慮し

た組織戦略のレジリエン

ス

• 複数の気候関連シナリオ・自然関連シナリオに基づいてリスク・機会

を評価し、特定された重要度の高いリスク・機会について、既に対応

を始めており、今後も定期的な評価を行っていく

直接事業・上流・下流に

おいて次に該当する地域

・生態系の完全性が高い

または低下している地域

・生物多様性の重要性が

高い地域

・水ストレスのある地域

・大きな依存関係や影響

を持つ可能性がある地域

(TNFD推奨開示内容)

• 荒廃地緑

化による

CO2 吸

収・固定

化の拡大

• 水資源の量や質の低下リスクのある水ストレス地域に立

地する生産拠点を定期的に評価。2024年末時点で水スト

レス地域に立地する17生産拠点の全てで、地域の水事情

を踏まえたウォータースチュワードシッププランを策定

し、実行中

① ガバナンス ② 戦略

「生物・自然の開示例」 1-45
Index

リスク管理ガバナンス
戦略 指標及び目標



株式会社ブリヂストン（3/3）有価証券報告書（2024年12月期） P25-26
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

③ リスクと影響の管理

推奨される開示内容
ブリヂストングループの対応状況

TCFD TNFD

直接事業、バリュー

チェーンの上流及び

下流における依存関

係・影響・リスク・

機会の特定・評価・

優先順位付けプロセ

ス

• グループ会社の事業規模や特性を考慮に入れながら、グループ共通のリ

スク・機会に包括的かつ適切に特定及び対処するよう努めており、気候

及び自然資本に関しては、国連環境計画世界自然保全モニタリングセン

ター(UNEP-WCMC)他の「ENCORE」及び一般社団法人企業と生物多様性イニ

シアティブ(JBIB)の「企業と生物多様性の関係性マップ®」を活用して評

価したバリューチェーン全体における依存関係・影響を考慮の上、リス

ク・機会を特定

• 中長期事業戦略の実行に直接関連するビジネス戦略リスク・機会につい

ては、重点管理アイテムを設定し、グローバル経営リスクとして管理を

強化。欧州森林破壊防止規則など、４つの重点管理アイテムを現在設定。

また、日常諸業務に係るオペレーショナル・リスクに関しては、チーフ

リスクオフィサー(CRO)が統括責任者として対応し、リスクへの対応計画

を策定

• 毎年各地域及びグループ全体で直面する可能性のあるリスクを特定し、

そのリスクに対してグループ全体だけではなく、事業・SBU・部門単位で

の責任者を明確にし、自律的かつ継続的にリスク管理を実施

管理プロセス

組織全体のリスク管

理への統合・伝達状

況

推奨される開示内容
ブリヂストングループの対応状況

TCFD TNFD

リ スク と機 会の 評

価・管理に用いる指

標

• 気候関連リスク・機会・影響を評

価・管理する指標の一つとして温

室効果ガス排出量(Scope１、２、

３、及び商品・サービスのライフ

サイクル・バリューチェーン全体

を通じた温室効果ガス排出量の削

減貢献量)を設定し、定期的にモニ

タリング

• 投資の判断においてもリスク・機

会が評価できるよう、社内カーボ

ンプライシングによるCO2排出コス

ト(US$100/tCO2)と削減効果を加味

した投資判断を実施

• 自然関連リスク・機会・影響を評

価・管理する指標として、水スト

レス地域における取水量、環境負

荷(有害／非有害廃棄物排出量・埋

立量、VOC排出量、SOx／NOx排出

量)、生息地の保全・管理面積、天

然ゴムの小規模農家の支援軒数な

どを設定し、定期的にモニタリン

グ

依存関係と影響の評

価・管理に用いる指

標

④ 指標及び目標

依存関係・影

響・リスク・

機会の管理に

用いる目標と

実績

• カーボンニュートラル化、サーキュラーエコノミーの実現、ネイチャーポジティ

ブの推進に向けた中長期環境目標(2050年以降、2030年)を設定し、毎年実績を評

価・開示

• 2030年に向けた目標として「私たちが排出するCO2の総量(Scope１、２)を50％削

減する(2011年比)」「ソリューションの提供により、商品・サービスのライフサ

イクル、バリューチェーン全体(Scope３)を通じて、私たちの生産活動により排出

するCO2排出量(Scope１、２)の５倍以上のCO2削減に貢献していく(2020年比)」

「再生資源または再生可能資源に由来する原材料の比率を40％に向上する」「水

ストレス地域における生産拠点において、水リスク低減に向けたウォータース

チュワードシッププランを推進する」を設定

• 森林破壊抑制に向けた天然ゴム小規模農家支援については「2026年までに12,000

軒の支援を行う」目標を設定

• 2030年に向けた目標に対する主な実績は以下の通りであります。

取り組むべき重点課題 指標 2023年実績 2024年実績 2030年目標

サステナ

ビリティ

ビジネス

モデルの

確立・進

化

カーボンニュー

トラル化への対

応力強化

CO2排出量(Scope１、

２)の総量削減率(2011

年比)

57％
約60％

(注１)
50％

サーキュラーエ

コノミービジネ

ス活動の推進

再生資源または再生可

能資源に由来する原材

料の比率(注２)

39.6％
約39％

(注１)
40％

ネイチャーポジ

ティブに向けた

取り組み

天然ゴムの小規模農家

支援件数12,000軒(注

３)

5,640軒
6,047軒

(注１)

(2026年)

12,000軒

水ストレス地域におけ

る生産拠点でのウォー

タースチュワードシッ

ププランの策定・実行

対象となる

全17拠点で

策定完了

対象となる

全17拠点で

実行中

全対象拠点

で実行

(注１) 2025年３月25日時点の見込値であり、第三者機関による保証審査を経た
確定時に修正する可能性があります。

(注２) リトレッド用台タイヤを含むタイヤの総原材料重量に占める比率
(注３) 2023年以降の累計件数

好事例として着目したポイント
▪ 自然資本について気候と統合して記載されている。両者に共通する事項につ

いて記載を行ったうえで、相違点がある事項はそれぞれの内容を記載し、
TNFDにて開示が奨励される事項について追加的に記載することで、繰り返
しを避ける工夫がされている。
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森永製菓株式会社（1/1）有価証券報告書（2025年3月期） P19-20,23-24
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

(1) サステナビリティ全般に関する事項
③ 戦略
（中略）

マテリアリティに対する主なアクション
特定した５つのマテリアリティと、マテリアリティに含まれる主な課題に対して、リスクと機会

を分析したうえで、2030年に向けたアクションを設定し、取組みを進めております。
（中略）

マテリアリティ３．持続可能なバリューチェーンの実現

取組みテーマ 想定される主な機会とリスク

（ ●：機会 ▲：リスク）

2030年に向けた

主なアクション

１．持続可能なサプラ

イチェーンマネジメン

トの高次化

● 安全で高品質な原材料の安定調達の実現

● 人権・環境リスクの低減

● 持続可能な調達への取組みを通じた社会的信

頼・ブランド価値の強化

▲ 対応遅れによる原材料調達リスク拡大

▲ 対応遅れによる社会的信頼性やブランド価値・

企業価値の低下

持続可能な原材料調達の

推進、ＣＳＲサプライ

チェーンマネジメントの

推進

２．フードロスの削減 ● 製造ロスや返品の削減によるコスト削減

● フードロス削減を起点とした商品開発等による

新たなビジネス機会の獲得

▲ 対応遅れによる市場競争力・社会的評価の低下

フードロスの発生抑制と

食資源の循環・有効利用

の推進

３．地域社会との共存

共栄

● ステークホルダーからの社会的信頼性の向上

▲ 対応遅れによる事業所などの操業リスク拡大 地域社会との共生

④ 指標及び目標
特定したマテリアリティについて、2030年に向けた長期目標を設定しており、各目標に向けた進

捗管理を実施しております。
（中略）

マテリアリティ

（重要課題）

2030年の長期目標 2022年度

実績

2023年度

実績

2024年度

実績

進捗状況

３．持続可能な

バリューチェー

ンの実現

持続可能な原材料

調達： カカオ豆

100％（注）７

34％

（注）８

78％

（注）８

78％

（注）８

・国内の森永製菓㈱製品について

は、左記実績のとおり推進中

・国内グループ会社、海外グルー

プ会社に関しても、目標に向けて

取組みを推進中

持続可能な原材料

調達： パーム油

100％（注）７

９％

（注）８

52％

（注）８

100％

（注）８

持続可能な原材料

調達： 紙100％

（注）７

99.9％

（注）８

100％

（注）８

100％

（注）８

ＣＳＲサプライ

チェーンマネジメ

ント：原材料取引

額構成比80％以上

に実施（注）９

－ － 原料81％

（注）10

・原材料サプライヤーにＣＳＲ調

達アンケートを実施し、取組み状

況を把握－ － 材料82％

（注）10

フードロス削減：

70％削減（▲が削

減）（注）11

▲49％ ▲70％ 実績算出

中

・工場、配送センターともにリサ

イクルが難しかった食品廃棄物の

リサイクル化に取り組み、フード

ロス削減に貢献

・規格外商品を使用した商品開発

を行い、フードロスの発生抑制に

貢献

（注）７～10 （略）
11 対象：原料受け入れから納品（流通）までに発生するフードロス（国内グループ連結、

原単位、2019年度比）。発生した食品廃棄物のうち、飼料化・肥料化等、食資源循環に
戻すものを除き、焼却・埋め立て等により処理・処分されたものを「フードロス」と定
義

「生物・自然の開示例」

好事例として着目したポイント
▪ 重要なサステナビリティに関するテーマの一つである持続可能なバリュー

チェーンの実現に関連して認識した、同社の利用する自然由来の原材料の持
続可能な調達やフードロス等を含む主なリスク及び機会を掲げたうえで、関
連する指標及び目標について推移比較がしやすいように複数年度の実績を記
載。

1-47
Index

リスク管理ガバナンス
戦略 指標及び目標

（中略）

（以下略）



セイコーエプソン株式会社（1/2）有価証券報告書（2025年3月期） P46-47
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

（4）知的財産
①ガバナンス

エプソンでは、独自のコア技術を守るための開発戦略や事業戦略と連動した知的財産戦略を策定
するために、事業ごとの「事業部長／開発本部長、知的財産本部長による２者懇談会」を開催し、
必要に応じて「社長、事業／開発本部長、知的財産本部長による３者懇談会」も開催しています。
また、知的財産戦略については定期的に取締役会で報告・議論し、戦略に反映しています。

2024年度は、取締役会においてエプソンのコア技術に関する基本特許が権利満了するリスクへの対
応について議論を行ったほか、知的財産戦略策定に関わる全ての事業部と個別に２者懇談会を実施
しました。

■ 2024年度の懇談会、取締役会報告の実施実績

懇談相手/会議体 開催時期 議題等

取締役会 2025年３月

エプソンのコア技術に関する

基本特許が権利満了するリス

クへの対応

プリンティングソリューションズ事業部・IJS事業部 2024年５月

知的財産戦略の進捗と課題

ビジュアルプロダクツ事業部 2024年５月

マニュファクチャリングソリューションズ事業部 2024年７月

ウエアラブルプロダクツ事業部 2024年６月

マイクロデバイス事業部 2024年６月

技術開発本部 2024年６月

■ 推進体制

②戦略
エプソンの知的財産戦略は、下図に示す知的財産活動の価値階層に沿って、下位レベルの活動を

基盤として、上位レベルの活動に展開し、階層レベルを一歩一歩着実に上がってきました。
現在、エプソンの知的財産活動は、レベル４以下の各々の活動を進化・発展させながら、それを

基盤として、最上位のレベル５の実現を目指しています。レベル５の階層はレベル１からレベル４
の階層の延長線上にあるものではなく、知財活動としても大きな飛躍が必要と考えています。

※26 Clarivate社が提供するDerwent Innovationを使用して分析した例。
当社と他社それぞれの強みを可視化することで、戦略立案に活用。詳細は下記参照
https://corporate.epson/ja/technology/intellectual-property/research.html

※27 知的財産ポートフォリオの活用戦略において、自社と競合他社の実施状況を２軸で表した
４象限の図で考え方を整理（Ｃカーブ）し、Ｃカーブをベースに知的財産ポートフォリオ
の活用戦略を策定。詳細は下記参照
https://corporate.epson/ja/technology/intellectual-property/strategy.html

「知的財産の開示例」

好事例として着目したポイント
（１）定期的に取締役会に報告される旨を説明し、監督機関について記載してい

るほか、経営者が行う懇談会について構成員及び議題を説明することで経
営者の役割についても記載。

（２）企業独自の指標である価値階層レベルを含む知的財産戦略について図表を
交えて簡潔に説明し、知的財産に関する活動についての事業戦略との関係
や企業価値の創造とのつながりについて概要を記載。

（１） （２）
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セイコーエプソン株式会社（2/2）有価証券報告書（2025年3月期） P48
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

④指標及び目標
②戦略にて説明した通り、エプソンでは知的財産活動の価値階層に沿って知的財産活動を遂行し

てきました。そして、現在のエプソンの知的財産活動はレベル４（事業戦略と結合）に到達し、試
行錯誤しながらレベル５（イノベーションを促進し未来を創り、ブランドイメージが向上）に向
かって挑戦しているステージにあります。

レベル５に到達することでIPランドスケープを活用した新規ビジネス創出活動の取り組みにチャ
レンジすることになるため、レベル５に到達したかを測る指標として「IPランドスケープ報告数」
と「共創契約審査数」を設定しています。これらの指標をエプソンの知的財産活動の取り組みへ反
映することで、知的財産活動を着実に推進していきます。

価値階層 指標 指標の説明

レベル５

IPランドスケープ報告数

IPランドスケープを経営層（取締役、事業部長、副事

業部長、本部長、副本部長等）に報告、共有した回数。

この指標により、日常的に経営と密接に知的財産活動

が行われ、イノベーションの促進に知的財産部門が貢

献できているかを測る。

共創契約審査数

共同開発、共同研究、実証実験等の契約を審査した数。

この指標により、オープンイノベーションが活発に行

われているかを測る。

好事例として着目したポイント
▪ 知的財産に関連する独自の指標である価値階層についてその概要について簡

潔に説明し、目標となる水準を提示。
▪ 当該指標に関連する企業の状況について冒頭で説明を行い、当該指標につい

ての進捗状況を理解しやすいように記載。

「知的財産の開示例」 1-49
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※ 本好事例集の公表をもって、各企業の有価証券報告書の開示内容に誤りが含まれていないこと（サステナビリティ開示基準への準拠性を含む）
を保証するものではありません。
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